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魚沼市 



  



 

は じ め に 

 

 介護保険制度は、平成 12（2000）年度から開始され 20年が経過しました。制度創

設から介護サービス利用者、介護サービス事業所数も増加し、介護を必要とする高齢者

の生活の支えとして定着、発展してきました。 

本市における高齢化率は 37％を超えており、総人口が減少に転じる中、高齢者数は

今後も増加し、令和 7（2025）年には、いわゆる団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者

となり、更なる介護ニーズの増加や介護人材確保といった社会課題がより深刻になるこ

とが予想されます。 

 

 こうした社会を迎える中で、令和 2（2020）年には地域共生社会の実現を目的として

社会福祉法等の一部改正が行われました。また、当市においても第 2次魚沼市総合計画

が掲げる「生涯にわたり健やかで安心して暮らせるまちづくり」を達成するため、介護

サービス基盤・人的基盤の整備と合わせ、「地域全体で高齢者の暮らしを支え合う仕組

み」づくりについて、福祉分野を超えた取組を強化していくこととしております。 

 

 本計画では、「高齢者等が安心して生き生きと暮らせるまちづくり」を基本理念とし、

医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制

として「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を更に推進していくことを軸に、

計画期間中における本市の高齢者福祉及び介護保険事業の施策をまとめました。 

 

 最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました「魚沼市高

齢者福祉計画策定委員会」の皆さまをはじめとする関係各位に厚くお礼申し上げますと

ともに、本計画の実現に向けて、地域の皆さま、関係の機関・事業者の皆さまから、ご

指導、ご協力を賜りますことをお願いし、本計画策定のごあいさつとさせていただきま

す。 

 

令和 3年 3月 

 

魚沼市長 内 田 幹 夫 
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第１章 計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

我が国では、令和 7（2025）年には、いわゆる団塊の世代がすべて 75歳以上（後期

高齢者）に、令和 22（2040）年には団塊ジュニア世代が 65歳以上にそれぞれ到達し、

今後、高齢化の進行に拍車がかかることが予想されています。 

本市においても総人口が減少している中、高齢者数は増加を続け、高齢化率が進んで

おり、認知症を患う方や一人暮らしの方など支援を必要とする人はますます増加するこ

とが懸念されるとともに、介護の担い手不足といった問題も顕在化しています。 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ち、健康で自立した生活が継続できるように

高齢者福祉事業の展開とあわせて、自助・互助・共助による介護予防を進める必要があ

ります。加えて、施設整備や人材確保によって介護保険サービスの質と量を充実させる

とともに、地域の医療資源との連携を強化しながら要援護高齢者及びその家族のニーズ

に応じたサービスの提供を図っていく必要があります。 

また、現在、国を挙げて取り組んでいる地域共生社会の実現に向けて、「我が事・丸ご

と」をキーワードとする地域福祉推進の理念に基づき、支援を必要とする住民（世帯）

が抱える多様かつ複雑化しつつある生活課題に対して、地域全体で連携しながら解決を

目指すことが求められます。 

本市では、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、「高齢者等が安心して生き生きと暮らせるまちづくり」を基本理念に

掲げ、令和 22（2040）年までの中長期的な視野に立ちながら、医療・介護・介護予防・

住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」をさらに推進すると

ともに、「地域共生社会」の実現を目指して「魚沼市高齢者福祉計画・第８期介護保険事

業計画」を策定することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国の基本指針のポイント】 

1. 2025・2040 年を見据えたサービス基盤・人的基盤の整備 

2. 地域共生社会の実現 

3. 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

4. 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に関する都道府県・市町村間の情報連携の強化 

5. 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

6. 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保および業務効率化の取組の強化 

7. 災害や感染症対策に係る体制整備 
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２ 計画の目的 

魚沼市高齢者福祉計画は、「第二次魚沼市総合計画」の基本目標に掲げられている「生

涯にわたり健やかで安心して暮らせるまちづくり」を基本理念とし、これからの高齢長

寿社会に対応する基本的な目標を定め、その実現に向かって取り組むべき施策を明らか

にすることを目的としています。 

また、魚沼市介護保険事業計画は、今後の要介護者等の介護サービス利用の動向を見

据えながら、介護サービスの種類ごとの量を見込んだ上で、適切な介護サービスの提供

に向けた体制づくりと計画的かつ円滑な介護保険事業の運営を目的としています。 
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３ 計画の位置づけと計画期間 

（１）計画の位置づけ 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第 20 条の 8 に定める老人福祉計画として位置づけら

れるものです。また、介護保険事業計画は、介護保険法第 117条に定める介護保険事業

計画として位置づけられるものです。本市では、両計画をそれぞれの法律の規定に従い、

一体のものとして策定することとします。 

本計画は、国や県の高齢者福祉施策を指針とし、本市の最上位計画である「総合計画」

の部門別計画に位置付けて社会福祉法に基づく地域福祉推進計画をはじめ、その他関連

計画との整合を図りながら、関連する施策を共有し展開していきます。 

なお、介護保険事業計画については、「地域包括ケア計画」として、令和 7（2025）年

までに地域包括ケアシステムの構築を目指すこととしています。 
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（２）計画期間 

本計画は、令和 3（2021）年度を初年度とし、令和 5（2023）年度までの 3年間を計

画期間とします。また、いわゆる団塊の世代が 75歳に到達する令和 7（2025）年、い

わゆる団塊ジュニア世代が 65歳に到達する令和 22（2040）年を見据えた中で、更なる

地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現を目指すこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の策定体制 

（１）高齢者福祉計画策定委員会の設置 

本計画の策定にあたり、公益を代表する者、介護サービス提供事業者を代表する者、

介護保険料を負担する事業者を代表する者、介護保険被保険者を代表する者、保健医療

に関係する者、高齢者を代表する者等の委員 14人で構成する「高齢者福祉計画策定委員

会」を設置し、その委員会において、国・県が示した基本指針等に基づき、委員の意見を

反映させながら審議・検討を行いました。 

 

（２）住民意見の反映等 

本計画の策定にあたっては、より多くの住民や被保険者の意見を反映させる必要があ

ることから、介護保険の要支援・要介護認定者のニーズ及び高齢者の生活実態を把握す

るために、令和 2（2020）年 2月から 3月にかけて「介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査」及び令和元（2019）年 12月から令和 2（2020）年 3月にかけて「在宅介護実態調

査」を行うとともに、令和 2（2020）年 1月に魚沼市介護職員数等調査を実施しました。 

また、令和 3（2021）年 1月 12日から 2月 10日に「パブリックコメント」を実施

しました。 

  

平成 27～29 年度 

（2015～2017 年度） 

平成 30～令和 2年度 

（2018～2020年度） 

令和 3～5年度 
（2021～2023 年度） 

令和 6～8年度 

（2024～2026 年度） 

2025 年 

団塊世代が 75 歳に 

2040 年 

団塊ジュニア世代が

65 歳に 

2025年・2040年までの見通し 

第6期計画 第7期計画 第9期計画 第8期計画 
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（３）庁内関係部署との連携 

本計画の策定にあたっては、高齢者福祉事業及び介護保険事業の運営主管だけでなく、

庁内の医療をはじめとした関連する部署及び新潟県との連携を図りながら作業を進めま

した。 

 

 

５ 他制度による計画等の連携・協調 

本計画は、平成 28（2016）年度を始期とする「第二次魚沼市総合計画」との整合を図

りつつ、地域において効率的かつ質の高い医療体制の提供とあわせた「地域包括ケアシ

ステム」の構築を通じて、地域における医療・介護のサービスを総合的に確保すること

の重要性を鑑み、介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を一体のものとして策定しまし

た。 

また、「健康・福祉」分野をはじめとした、「生活基盤」、「市民協働・自治体運営」、「産

業」、「教育・文化」などの政策分野における各種計画等との連携・協調を基本としてい

ます。 

 

 

６ 計画の進捗管理 

本計画の目標達成に向けた施策の展開にあたっては、適切な計画内容の進捗管理が重

要になります。事業評価シートを活用して進捗管理を行うとともに、保険者機能強化推

進交付金に係る評価指標について点検を行います。 

ＰＤＣＡサイクルを活用し、「魚沼市介護保険運営協議会」においてサービスの状況や

計画の進捗状況等について評価作業を行い、必要に応じて取組内容や数値目標の変更・

見直しを行うこととします。 
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第２章 高齢者等の現状 

１ 高齢者の人口・世帯の現状 

（１）人口構造の推移 

本市では、平成 12（2000）年の国勢調査において 4万 5,386人であった人口が、10

年後の平成 22（2010）年には 5,025 人減少して 4 万 361 人に、令和 2（2020）年の

住民基本台帳においてはさらに 5,084人減少して 3万 5,277人になりました。20年前

の平成 12（2000）年に比べ 1万人以上減少しています。 

住民基本台帳による年齢区分別にみると、令和 2（2020）年には年少人口（0～14歳）

が 3,639 人（10.3％）、生産年齢人口（15～64 歳）が 1 万 8,614 人（52.8％）、高齢

者人口（65歳以上）が 1万 3,024人（36.9％）となり、市民の 3人に 1人が高齢者と

いう状況となっています。 

◆人口構造の推移                      （単位：上段は人、下段は構成比％） 

区 分 
平成 12 年 

（2000 年） 
平成 17 年 

（2005 年） 
平成 22 年 

（2010 年） 
平成 27 年 
(2015 年) 

令和 2 年 
(2020 年) 

総人口 
45,386 

（100.0） 
43,555 

（100.0） 
40,361 

（100.0） 
37,352 

（100.0） 
35,277 

（100.0） 

年少
人口 

0～14 歳 
6,956 

（15.3） 
6,083 

（14.0） 
5,202 

（12.9） 
4,288 

（11.5） 
3,639 

（10.3） 

生
産
年
齢
人
口 

15～39 歳 
11,672 

（25.7） 
10,779 

（24.7） 
9,211 

（22.8） 
8,039 

（21.5） 
7,400 

（21.0） 

40～64 歳 
15,459 

（34.1） 
14,801 

（34.0） 
13,973 

（34.6） 
12,729 

（34.1） 
11,214 

（31.8） 

小計 
27,131 

（59.8） 
25,580 

（58.7） 
23,184 

（57.4） 
20,768 

（55.6） 
18,614 

（52.8） 

高
齢
者
人
口 

65 歳以上 
11,284 

（24.9） 
11,890 

（27.3） 
11,974 

（29.7） 
12,295 

（32.9） 
13,024 

（36.9） 

内
訳 

 

65～69 歳 
2,982 

（6.6） 
2,695 

（6.2） 
2,484 

（6.2） 
3,002 

（8.0） 
3,271 

（9.3） 

70～74 歳 
3,133 

（6.9） 
2,765 

（6.3） 
2,514 

（6.2） 
2,340 

（6.3） 
2,863 

（8.1） 

75 歳以上 
5,169 

（11.4） 
6,430 

（14.8） 
6,976 

（17.3） 
6,953 

（18.6） 
6,890 

（19.5） 

年齢不詳 15 2 1 0 － 

平均寿命 
男性 77.72 78.56 79.55 80.75 81.41 

女性 84.60 85.52 86.30 86.99 87.45 

資料：人口は国勢調査、平均寿命は厚生労働省「令和元年簡易生命表の概況」 

※令和 2 年の平均寿命欄は令和元年の平均寿命を掲載 

※令和 2 年の人口は住民基本台帳 9 月末実績を掲載 
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◆人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆令和 2年の人口構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳（9 月末日現在） 
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（２）高齢者の世帯の現状 

平成 27（2015）年の国勢調査において本市の総世帯数は 1万 2,792世帯で、そのう

ち、高齢者のいる世帯は 7,812世帯となっています。高齢者世帯の内訳については、高

齢単身世帯が1,344世帯、高齢夫婦世帯が1,562世帯、その他高齢者のいる世帯が4,906

世帯となっています。 

また、高齢単身世帯数・高齢夫婦世帯数ともに増加しており、特に高齢夫婦世帯数の

増加が顕著で、高齢者だけで生活する世帯が急増しています。平均寿命も年々高くなっ

ており、男性よりも女性が 6 歳以上も高く、高齢夫婦世帯の増加に伴い、高齢単身世帯

も益々増加していくことが予想されます。 

 

◆高齢親族のいる世帯数                  （単位：上段は世帯、下段は構成比％） 

区 分 

魚沼市 新潟県 全国 

平成 12 年 
（2000 年） 

平成 17 年 
（2005 年） 

平成 22 年 
（2010 年） 

平成 27 年 
（2015 年） 

平成 27 年 
（2015 年） 

総世帯数 13,393 13,626 13,075 12,792 846,485 53,331,797 

高齢親族の 
いる世帯数 

7,324 
（54.7） 

7,645 
（56.1） 

7,702 
（58.9） 

7,812 
（61.1） 

430,034 
（50.8） 

21,713,308 
（40.7） 

高齢単身 
世帯数 

641 
(8.8) 

877 
(11.5) 

1,013 
(13.2) 

1,344 
(17.2) 

82,333 
(19.1) 

5,927,686 
(27.3) 

高齢夫婦 
世帯数 

945 
（12.9） 

1,064 
（13.9） 

1,387 
（18.0） 

1,562 
（20.0） 

99,292 
（23.1） 

6,420,247 
（29.6） 

その他 
5,738 

（78.3） 
5,704 

（74.6） 
5,302 

（68.8） 
4,906 

（62.8） 
248,409 
（57.8） 

9,365,375 
（43.1） 

一世帯あたり
人数 

3.4 人 3.4 人 3.3 人 3.0 人 2.9 人 2.0 人 

資料：国勢調査  

◆高齢者親族のいる世帯の構成比の推移 
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２ 高齢者福祉サービスの現状 

高齢者が住み慣れた地域で、自立して自分らしい暮らしができるよう、また、高齢者

の家族が安定した生活を送ることができるよう、各種サービス事業の提供により支援し

ています。 
 

◆高齢者福祉サービス事業の実績 （単位：人） 

区 分 
平成 30 年度 

（2018 年度） 
令和元年度 

（2019 年度） 
令和 2 年度 

（2020 年度） 

高齢者住宅整備資金貸付・助成事業 6 1 9 

寝たきり老人等介護手当支給事業 482 483 490 

外出支援事業 331 348 350 

軽度生活支援事業（生活支援） 32 26 25 

軽度生活支援事業（除雪支援） 471 159 490 

生きがい活動支援通所事業 130 113 120 

生活管理指導（短期宿泊）事業 18 11 15 

食の自立支援事業 196 192 195 

介護用品支給事業 537 562 578 

緊急通報体制等整備事業 156 154 160 

老人日常生活用具給付事業 0 0 0 

※令和 2（2020）年度は見込み。介護用品支給事業は、支給停止者を除いた数値 
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３ 介護保険サービスの現状 

（１）介護保険サービスの利用実績（人数・給付費） 

① 居宅サービス 

居宅サービスをサービスごとの実績は概ね計画通りとなっていますが、訪問入浴介護

や訪問リハビリテーションの実績は計画を大きく下回っています。 
 

◆居宅サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

①訪問介護 

人
数 

平成 30 年度 3,144 2,920 92.9% 

令和元年度 3,288 2,694 81.9% 

令和 2 年度 3,516 2,652 75.4％ 

給
付
費 

平成 30 年度 144,988 156,453 107.9% 

令和元年度 148,691 153,644 103.3% 

令和 2 年度 158,606 144,121 90.9％ 

②訪問入浴介護 

人
数 

平成 30 年度 108 63 58.3% 

令和元年度 108 71 65.7% 

令和 2 年度 120 48 40.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 4,723 2,944 62.3% 

令和元年度 4,725 2,502 52.9% 

令和 2 年度 5,404 1,236 22.9％ 

③訪問看護 

人
数 

平成 30 年度 2,844 2,543 89.4% 

令和元年度 2,928 2,262 77.3% 

令和 2 年度 3,060 2,388 78.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 80,795 78,905 97.7% 

令和元年度 83,072 70,953 85.4% 

令和 2 年度 86,919 82,883 95.4％ 

④訪問リハビリテーション 

人
数 

平成 30 年度 108 73 67.6% 

令和元年度 108 91 84.3% 

令和 2 年度 120 72 60.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 2,673 1,408 52.7% 

令和元年度 2,750 1,796 65.3% 

令和 2 年度 3,118 1,393 44.7％ 

※令和 2 年度は見込み 
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◆居宅サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

⑤居宅療養管理指導 

人
数 

平成 30 年度 2,772 2,897 104.5% 

令和元年度 2,796 2,742 98.1% 

令和 2 年度 2,928 2,784 95.1％ 

給
付
費 

平成 30 年度 10,850 10,991 101.3% 

令和元年度 11,077 10,190 92.0% 

令和 2 年度 11,669 10,429 89.4％ 

⑥通所介護 

人
数 

平成 30 年度 10,548 10,332 98.0% 

令和元年度 10,764 10,077 93.6% 

令和 2 年度 11,160 9,660 86.6％ 

給
付
費 

平成 30 年度 735,204 706,113 96.0% 

令和元年度 750,342 720,790 96.1% 

令和 2 年度 794,281 704,851 88.7％ 

⑦通所リハビリテーション 

人
数 

平成 30 年度 1,032 1,037 100.5% 

令和元年度 1,080 969 89.7% 

令和 2 年度 1,176 912 77.6％ 

給
付
費 

平成 30 年度 89,895 78,799 87.7% 

令和元年度 91,994 74,905 81.4% 

令和 2 年度 98,507 73,064 74.2％ 

⑧短期入所生活介護 

人
数 

平成 30 年度 4,152 3,927 94.6% 

令和元年度 4,200 4,092 97.4% 

令和 2 年度 4,320 3,972 91.9％ 

給
付
費 

平成 30 年度 294,645 287,658 97.6% 

令和元年度 292,576 288,496 98.6% 

令和 2 年度 309,513 294,254 95.1％ 

⑨短期入所療養介護 
（老健） 

人
数 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 4 － 

令和 2 年度 0 0 － 

給
付
費 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 479 － 

令和 2 年度 0 0 － 

※令和 2 年度は見込み 
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◆居宅サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

⑩特定施設入居者 
生活介護 

人
数 

平成 30 年度 456 535 117.3% 

令和元年度 456 602 132.0% 

令和 2 年度 456 720 157.9％ 

給
付
費 

平成 30 年度 94,291 99,412 105.4% 

令和元年度 94,333 113,993 120.8% 

令和 2 年度 94,333 140,114 148.5％ 

⑪福祉用具貸与 

人
数 

平成 30 年度 9,792 9,669 98.7% 

令和元年度 9,852 9,369 95.1% 

令和 2 年度 9,960 9,060 91.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 112,212 114,236 101.8% 

令和元年度 110,919 109,715 98.9% 

令和 2 年度 111,070 109,066 98.2％ 

⑫特定福祉用具購入費 

人
数 

平成 30 年度 180 140 77.8% 

令和元年度 192 117 60.9% 

令和 2 年度 204 144  70.6％  

給
付
費 

平成 30 年度 3,490 3,133 89.8% 

令和元年度 3,728 2,605 69.9% 

令和 2 年度 3,967 3,258  82.1％  

⑬住宅改修費 

人
数 

平成 30 年度 120 101 84.2% 

令和元年度 132 93 70.5% 

令和 2 年度 144 96 66.7％ 

給
付
費 

平成 30 年度 8,949 7,637 85.3% 

令和元年度 10,260 8,061 78.6% 

令和 2 年度 11,234 7,271 64.7％ 

⑭居宅介護支援 

人
数 

平成 30 年度 15,648 14,428 92.2% 

令和元年度 16,452 13,796 83.9% 

令和 2 年度 17,352 13,308 76.7％ 

給
付
費 

平成 30 年度 244,398 233,630 95.6% 

令和元年度 255,518 220,605 86.3% 

令和 2 年度 268,172 211,751 79.0％ 

※令和 2 年度は見込み 
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② 地域密着型サービス 

地域密着型サービスの実績は、概ね計画通りとなっています。 
 

◆地域密着型サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

①定期巡回・随時対応型 
訪問介護看護 

人
数 

平成 30 年度 72 92 127.8% 

令和元年度 72 106 147.2% 

令和 2 年度 72 132 183.3％ 

給
付
費 

平成 30 年度 9,666 14,655 151.6% 

令和元年度 9,670 19,304 199.6% 

令和 2 年度 9,670 26,221 271.2％ 

②夜間対応型訪問介護 

人
数 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 0 － 

令和 2 年度 0 0 － 

給
付
費 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 0 － 

令和 2 年度 0 0 － 

③認知症対応型通所介護 

人
数 

平成 30 年度 408 358 87.7% 

令和元年度 444 345 77.7% 

令和 2 年度 480 384 80.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 43,521 46,938 107.9% 

令和元年度 46,492 43,376 93.3% 

令和 2 年度 49,684 49,261 99.1％ 

④小規模多機能型居宅介護 

人
数 

平成 30 年度 1,896 1,655 87.3% 

令和元年度 1,968 1,599 81.3% 

令和 2 年度 1,992 1,500 75.3％ 

給
付
費 

平成 30 年度 389,362 350,135 89.9% 

令和元年度 400,621 327,327 81.7% 

令和 2 年度 398,702 313,458 78.6％ 

⑤認知症対応型 
共同生活介護 

人
数 

平成 30 年度 1,452 1,461 100.6% 

令和元年度 1,452 1,475 101.6% 

令和 2 年度 1,452 1,428 98.3％ 

給
付
費 

平成 30 年度 369,780 367,148 99.3% 

令和元年度 369,945 367,392 99.3% 

令和 2 年度 369,007 354,549 96.1％ 

※令和 2 年度は見込み 
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◆地域密着型サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

⑥地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

人
数 

平成 30 年度 480 430 89.6% 

令和元年度 480 411 85.6% 

令和 2 年度 480 420 87.5％ 

給
付
費 

平成 30 年度 89,771 81,000 90.2% 

令和元年度 90,337 79,444 87.9% 

令和 2 年度 90,337 79,097 87.6％ 

⑦地域密着型介護老人福祉 
施設入所者生活介護 

人
数 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 0 － 

令和 2 年度 0 0 － 

給
付
費 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 0 － 

令和 2 年度 0 0 － 

⑧看護小規模多機能型 
居宅介護 

人
数 

平成 30 年度 264 278 105.3% 

令和元年度 312 276 88.5% 

令和 2 年度 348 264 75.9％ 

給
付
費 

平成 30 年度 67,244 63,200 94.0% 

令和元年度 77,168 61,101 79.2% 

令和 2 年度 82,422 58,228 70.6％ 

⑨地域密着型通所介護 

人
数 

平成 30 年度 408 403 98.8% 

令和元年度 444 443 99.8% 

令和 2 年度 576 432 75.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 38,380 36,858 96.0% 

令和元年度 41,777 43,505 104.1% 

令和 2 年度 56,838 46,880 82.5％ 

※令和 2 年度は見込み 
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③ 介護保険施設サービス 

介護保険施設サービスの実績は、概ね計画通りとなっています。 
 

◆介護保険施設サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

①介護老人福祉施設 

人
数 

平成 30 年度 3,960 3,944 99.6% 

令和元年度 3,960 4,039 102.0% 

令和 2 年度 4,560 4,116 90.3％ 

給
付
費 

平成 30 年度 1,026,445 1,031,230 100.5% 

令和元年度 1,026,905 1,069,728 104.2% 

令和 2 年度 1,181,195 1,098,998 93.0％ 

②介護老人保健施設 

人
数 

平成 30 年度 1,260 1,208 95.9% 

令和元年度 1,260 1,246 98.9% 

令和 2 年度 1,260 1,404 111.4％ 

給
付
費 

平成 30 年度 328,368 320,710 97.7% 

令和元年度 328,515 329,701 100.4% 

令和 2 年度 328,515 358,709 109.2％ 

③介護療養型医療施設 

人
数 

平成 30 年度 96 83 86.5% 

令和元年度 96 65 67.7% 

令和 2 年度 96 36 37.5％ 

給
付
費 

平成 30 年度 32,193 29,093 90.4% 

令和元年度 32,207 23,084 71.7% 

令和 2 年度 32,207 13,164 40.9％ 

④介護医療院 

人
数 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 7 － 

令和 2 年度 0 0 － 

給
付
費 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 2,619 － 

令和 2 年度 0 0 － 

※令和 2 年度は見込み 
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④ 介護予防サービス 

介護予防サービスの実績は計画を上回っているものが多くあり、最も対計画比が高い

のは介護予防訪問リハビリテーションの給付費で、平成 30 年度 814.1%、令和元年度

606.0%となっています。 
 

◆介護予防サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

①介護予防訪問入浴介護 

人
数 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 0 － 

令和 2 年度 0 0 － 

給
付
費 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 0 － 

令和 2 年度 0 0 － 

②介護予防訪問看護 

人
数 

平成 30 年度 192 258 134.4% 

令和元年度 216 307 142.1% 

令和 2 年度 240 384 160.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 3,329 5,600 168.2% 

令和元年度 3,739 6,285 168.1% 

令和 2 年度 4,158 8,797 211.6％ 

③介護予防訪問 
リハビリテーション 

人
数 

平成 30 年度 12 30 250.0% 

令和元年度 12 33 275.0% 

令和 2 年度 12 12 100.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 102 830 814.1% 

令和元年度 102 618 606.0% 

令和 2 年度 102 225 220.6％ 

④介護予防 
居宅療養管理指導 

人
数 

平成 30 年度 60 78 130.0% 

令和元年度 72 91 126.4% 

令和 2 年度 72 108 150.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 416 346 83.1% 

令和元年度 513 386 75.3% 

令和 2 年度 513 643 125.3％ 

※令和 2 年度は見込み 
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◆介護予防サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

⑤介護予防通所 
リハビリテーション 

人
数 

平成 30 年度 84 101 120.2% 

令和元年度 84 177 210.7% 

令和 2 年度 84 204 242.9％ 

給
付
費 

平成 30 年度 2,777 3,823 137.7% 

令和元年度 2,778 6,384 229.8% 

令和 2 年度 2,778 7,310 263.1％ 

⑥介護予防短期入所 
生活介護 

人
数 

平成 30 年度 36 73 202.8% 

令和元年度 36 76 211.1% 

令和 2 年度 36 60 166.7％ 

給
付
費 

平成 30 年度 1,145 2,288 199.8% 

令和元年度 1,146 2,208 192.7% 

令和 2 年度 1,146 1,330 116.1％ 

⑦介護予防短期入所 
療養介護（老健） 

人
数 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 0 － 

令和 2 年度 0 0 － 

給
付
費 

平成 30 年度 0 0 － 

令和元年度 0 0 － 

令和 2 年度 0 0 － 

⑧介護予防特定施設 
入居者生活介護 

人
数 

平成 30 年度 84 125 148.8% 

令和元年度 84 124 147.6% 

令和 2 年度 84 144 171.4％ 

給
付
費 

平成 30 年度 6,881 9,950 144.6% 

令和元年度 6,884 9,770 141.9% 

令和 2 年度 6,884 11,808 171.5％ 

⑨介護予防福祉用具貸与 

人
数 

平成 30 年度 1,068 1,212 113.5% 

令和元年度 1,104 1,437 130.2% 

令和 2 年度 1,164 1,644 141.2％ 

給
付
費 

平成 30 年度 4,205 4,694 111.6% 

令和元年度 4,356 5,976 137.2% 

令和 2 年度 4,593 6,792 147.9％ 

※令和 2 年度は見込み 
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◆介護予防サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

⑩特定介護予防 
福祉用具購入費 

人
数 

平成 30 年度 24 40 166.7% 

令和元年度 24 22 91.7% 

令和 2 年度 24 36 150.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 525 957 182.2% 

令和元年度 525 548 104.4% 

令和 2 年度 525 768 146.2％ 

⑪介護予防住宅改修費 

人
数 

平成 30 年度 36 33 91.7% 

令和元年度 36 24 66.7% 

令和 2 年度 36 24 66.7％ 

給
付
費 

平成 30 年度 3,529 2,370 67.1% 

令和元年度 3,529 2,815 79.8% 

令和 2 年度 3,529 2,387 67.6％ 

⑫介護予防支援 

人
数 

平成 30 年度 1,716 1,450 84.5% 

令和元年度 1,584 1,763 111.3% 

令和 2 年度 1,524 1,968 129.1％ 

給
付
費 

平成 30 年度 7,557 6,722 89.0% 

令和元年度 6,982 7,936 113.7% 

令和 2 年度 6,723 8,840 131.5％ 

※令和 2 年度は見込み 
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⑤ 地域密着型介護予防サービス 

地域密着型介護予防サービスは、3つのサービスすべてで利用を見込んでいましたが、

実績が計上されているのは介護予防小規模多機能型居宅介護のみとなっています。 
 

◆介護予防サービス事業量の実績 
（単位：人、千円／年） 

区 分 計画 実績 計画比 

①介護予防 
認知症対応型通所介護 

人
数 

平成 30 年度 24 0 0.0％ 

令和元年度 24 0 0.0％ 

令和 2 年度 24 0 0.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 778 0 0.0％ 

令和元年度 779 0 0.0％ 

令和 2 年度 779 0 0.0％ 

②介護予防 
小規模多機能型居宅介護 

人
数 

平成 30 年度 24 76 316.7% 

令和元年度 24 112 466.7% 

令和 2 年度 24 204 850.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 1,641 5,472 333.5% 

令和元年度 1,641 7,558 460.6% 

令和 2 年度 1,641 11,908 725.7％ 

③介護予防 
認知症対応型共同生活介護 

人
数 

平成 30 年度 24 0 0.0％ 

令和元年度 24 0 0.0％ 

令和 2 年度 24 0 0.0％ 

給
付
費 

平成 30 年度 5,231 0 0.0％ 

令和元年度 5,234 0 0.0％ 

令和 2 年度 5,234 0 0.0％ 

※令和 2 年度は見込み 
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（２）地域支援事業費の実績 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 

◆介護予防・日常生活支援総合事業の実績 
  （単位：千円／年） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

訪問型サービス（第 1 号訪問事業） 7,826 10,528 12,870 

通所型サービス（第 1 号通所事業） 44,697 49,984 51,480 

介護予防ケアマネジメント 6,554 5,617 7,300 

介護予防把握事業 3,197 3,212 3,050 

介護予防普及啓発事業 18,390 17,056 19,700 

地域リハビリテーション活動支援事業 15 60 60 

上記以外の 
介護予防・日常生活支援総合事業 

150 152 150 

小 計 80,829 86,609 94,610 

※令和 2 年度は見込み 

 

② 包括的支援事業及び任意事業 

◆包括的支援事業及び任意事業の実績  
（単位：千円／年） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

包括的支援事業 

 

地域包括支援センターの運営 69,752 67,667 75,300 

社会保障の充実 

 

在宅医療・介護連携推進事業 7,471 7,650 9,700 

生活支援体制整備事業 5,908 5,885 6,400 

認知症初期集中支援推進事業 7,366 7,526 19,700 

地域ケア会議推進事業 117 112 120 

任意事業 22,918 24,275 26,000 

小 計 113,532 113,115 137,220 

※令和 2 年度は見込み 
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（３）第７期計画期間の総給付及び第１号被保険者１人あたりの給付費 

（単位：人、円） 

区 分 計画 実績 対計画比 

第 1 号被保険者数 

平成 30 年度 12,767 12,813 100.4％ 

令和元年度 12,923 12,928 100.0％ 

令和 2 年度 13,081 12,696 99.1％ 

総給付費 

平成 30 年度 4,259,959,000 4,165,364,492 97.8％ 

令和元年度 4,321,830,000 4,195,801,581 97.1％ 

令和 2 年度 4,593,975,000 4,243,065,000 92.4％ 

第 1 号被保険者 

1 人あたり給付費 

平成 30 年度 333,670 325,089 97.4％ 

令和元年度 334,429 324,551 97.0％ 

令和 2 年度 351,194 327,170 93.2％ 

※実績値 「第 1 号被保険者数」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」9 月月報 

※「総給付費」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

※計画値 介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値 

※「第 1 号被保険者 1 人あたり給付費」は「総給付費」を「第 1 号被保険者数」で除して算出 

 

◆給付費の状況 
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（４）市内の介護保険事業者 

第 7 期介護保険事業計画の実施期間においては、地域密着型サービスのうち認知症対

応型通所介護（共用型）が 1 箇所増加しました。また、居宅サービスのうち通所介護及

び福祉用具貸与、特定福祉用具販売がそれぞれ 1 箇所増加しました。訪問看護、短期入

所療養介護及び認知症対応型共同生活介護、居宅介護支援事業所は減少しました。 

◆市内の介護保険事業所数及び利用定員 
令和 2 年度末予定 

区 分 事業所数 定  員（人） 

居宅サービス   

 訪問介護 5 － 

 訪問看護 4 － 

 訪問リハビリテーション 1 － 

 通所介護 12 327 

 通所リハビリテーション 1 34 

 短期入所生活介護 6 99 

 短期入所療養介護 － － 

 特定施設入居者生活介護 1 30 

 福祉用具貸与 4 － 

 特定福祉用具販売 4 － 

地域密着型サービス   

 夜間対応型訪問介護 － － 

 認知症対応型通所介護 3 18 

 小規模多機能型居宅介護 7 168 

 認知症対応型共同生活介護 8 114 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 2 35 

 地域密着型介護老人福祉施設 － － 

 地域密着型看護小規模多機能型居宅介護 1 29 

 地域密着型通所介護 1 15 

居宅介護支援 10 － 

介護保険施設サービス  

 介護老人福祉施設 5 290 

 介護老人保健施設 1 93 

 介護医療院 － － 

 介護療養型医療施設 － － 
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４ 要介護（要支援）認定者の現状 

令和 2年 3月末の介護保険第 1号被保険者に対する要支援・要介護認定率は、本市が

19.1％であるのに対して、全国平均が 18.5％、新潟県平均が 18.8％となっています。 

◆要支援・要介護認定者数の推移 
 （単位：上段は人、下段は構成比％） 

区 分 

魚沼市 新潟県 全国 

平成 30 年 
（2018 年） 

令和元年 
（2019 年） 

令和 2 年 
（2020 年） 

令和 2 年 
（2020 年） 

総人口 35,632 35,059 35,433   

第 1 号被保険者数 
12,714 

（100.0） 
12,851 

（100.0） 
12,969 

（100.0） 
719,451 35,635,398 

 65～74 歳 
5,781 

（45.5） 
5,924 

（46.1） 
6,009 

（46.3） 
48.0 48.6 

 75 歳以上 
6,933 

（54.5） 
6,927 

（53.9） 
6,960 

（53.7） 
52.0 51.4 

要
介
護(

支
援)

認
定
者
数 

要支援１ 
89 

（3.6） 
102 

（4.1） 
136 

（5.5） 
10.4 14.0 

要支援２ 
201 

（8.2） 
237 

（9.6） 
231 

（9.3） 
13.8 14.0 

要介護１ 
461 

（18.7） 
452 

（18.3） 
442 

（17.8） 
18.6 20.3 

要介護２ 
525 

（21.3） 
510 

（20.6） 
552 

（22.3） 
17.8 17.2 

要介護３ 
430 

（17.4） 
414 

（16.7） 
388 

（15.7） 
15.2 13.2 

要介護４ 
396 

（16.1） 
416 

（16.8） 
391 

（15.8） 
13.9 12.4 

要介護５ 
363 

（14.7） 
343 

（13.9） 
339 

（16.7） 
10.3 8.9 

合計 2,465 2,474 2,479 100.0 100.0 

認定率 19.4 19.3 19.1 18.8 18.5 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 
※全国・新潟県は「介護保険事業状況報告」7 月月報。認定者数は 1 号被保険者数。 

◆要支援・要介護認定者数の推移 
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５ アンケート調査結果 

（１）在宅介護実態調査 

本計画を策定するにあたり、在宅生活の継続や介護者等の就労継続の実現に向けた介護サー

ビス基盤の充実を目指して、介護保険サービスの利用状況や家族等介護者の就労状況を把握す

ることを目的としてアンケート調査を実施しました。 

 

項 目 内 容 

調査対象 在宅で生活している要介護認定者（施設入所者等を除く） 

回収結果 
調査対象者数：592 人 回収数（回収率）：592 件（100.0％） 

有効回答数：592 件 

調査方法 アンケート調査（介護支援専門員・居宅介護支援事業所による聞き取り） 

調査時期 令和元年 12 月～令和 2 年 2 月 

 

＜主な調査結果＞ 

1. 在宅生活の維持が難しくなっている人の生活改善のために必要な支援 

① 在宅生活の継続が可能と考えている人はどのようなサービスを利用しているのか 

要介護度別、認知症自立度別にサービス利用の組合せをみると、重度化に伴い「訪問系を含む

組合せ」の割合が高くなっています。 

また、訪問系・通所系・短期系それぞれのサービス利用の実態として、「サービス利用の回数」

と「施設等検討の状況」の関係について、対象を要介護３以上と認知症自立度Ⅲ以上に分けて集

計すると、訪問系サービスの利用回数別分析では、施設等への入所を「検討していない」と回答

した割合が最も高いのは、いずれの場合もサービス利用回数「1～14 回」で、通所系サービスの

利用回数別の回答でも同様の傾向がみられました。 

短期系サービスの利用回数別にみると、サービスの利用回数を「10 回以上」と回答した人に

おいて、施設等への入所を「検討中」又は「申請済み」とする割合が高くなっています。 

このことから、短期系のサービスの利用回数が多いケースでは、在宅生活の継続が困難になっ

ている可能性が考えられます。在宅生活の継続に向けては、訪問系サービスの利用を軸としなが

ら、必要に応じて通所系・短期系といったサービスを組み合わせて利用していくことが効果的で

あり、小規模多機能型居宅介護など複数のサービス機能を一体的に提供する包括的サービスの整

備を進めていく必要があると考えられます。 

 

◆要介護度別・サービス利用の組み合わせ 
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◆認知症自立度別・サービス利用の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス利用の回数別・施設等検討の状況：訪問系（要介護３以上） 
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◆サービス利用の回数別・施設等検討の状況：通所系（認知症自立度Ⅲ以上） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆サービス利用の回数別・施設等検討の状況：短期系（要介護３以上） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

◆サービス利用の回数別・施設等検討の状況：短期系（認知症自立度Ⅲ以上） 
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53.2%

48.3%

23.2%

23.4%

27.6%

42.9%

23.4%

24.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通所系_0回

通所系_1～14回

通所系_15回以上

検討していない 検討中 申請済み

（n=56） 

（n=111） 

（n=29） 

50.0%

48.7%

31.0%

22.7%

20.5%

34.5%

27.3%

30.8%

34.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

短期系_0回

短期系_1～9回

短期系_10回以上

検討していない 検討中 申請済み

53.5%

54.3%

36.1%

23.9%

19.6%

27.8%

22.6%

26.1%

36.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

短期系_0回

短期系_1～9回

短期系_10回以上

検討していない 検討中 申請済み

（n=159） 

（n=36） 

（n=46） 

（n=128） 

（n=39） 

（n=29） 
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② 在宅生活の継続に必要と感じる支援 

在宅支援の継続に必要と感じる支援・サービスの回答では、「外出同行」が 15.4％と高く、次

いで「移送サービス」が 14.7％、「配食」が 13.3％、「見守り、声かけ」が 13.2％などとなっ

ています。 

「外出同行」や「移送サービス」などの外出支援に対する支援は、買い物の機会や定期的な通

いの場を設けるなど社会参加や今後のサービスの検討にも大きく関わってきます。また、今後、

高齢化の進展とともに移動手段が限られる人の増加が予測されることもあり、とても重要な課題

といえます。 

◆在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 家族等介護者が就労を継続していくために必要な機能を持つ支援 

① 家族等介護者の就労状況と就労継続見込み 

主な介護者の就労状況に対する回答で、「働いていない」が 47.0％と最も高くなっています。

「フルタイム勤務」は 32.5％、「パートタイム勤務」は 18.5％となっています。 

◆主な介護者の就労状況 

 

 

 

 

 

就労している介護者の今後の就労継続見込みをみると、「問題なく、続けていける」とする割

合は「パートタイム勤務」の方が高く、30.3％となっています。「問題なく、続けていける」と

「問題はあるが、何とか続けていける」を合わせた継続可能とする割合も「パートタイム勤務」

の方が高くなっています。 

要介護者の重度化に伴い、「問題なく、続けていける」とする割合が低くなっています。 

 

13.3%

5.1%

6.6%

4.6%

3.7%

15.4%

14.7%

13.2%

3.9%

4.2%

54.1%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答 n=592 

32.5% 18.5% 47.0%

0.0%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答 n=551 
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◆就労継続見込み 

 

 

 

 

 

 

◆要介護度別・就労継続見込み（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 

 

 

 

 

 

 

◆認知症自立度別・就労継続見込み（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 

 

 

 

 

 

 

 

② 主な介護者が不安に感じている介護 

就労している主な介護者が不安に感じる介護を就労継続見込み別にみると、就労の継続が困難

と考えている人では、「夜間の排泄」、「日中の排泄」、「認知症状への対応」などに不安を抱

える回答の割合が高くなっています。また、問題なく続けていけると考えている人でも「不安に

感じることは特にない」と回答した割合は 13.0％にとどまり、「夜間の排泄」、「日中の排泄」、

「認知症状への対応」について不安を抱えていることがわかる回答となっています。 

就労継続見込みの困難化（問題なく、続けていける＜問題はあるが、何とか続けていける＜続

けていくのは、難しい）に伴い割合が増加している介護は「夜間の排泄」、「日中の排泄」、「屋

内の移乗・移動」、「食事の準備」などに見られる結果となっています。 
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30.3%

63.2%

63.6%
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4.0%

4.6%

1.0%

4.6%

1.0%
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フルタイム勤務

パートタイム勤務

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない

40.5%

22.5%

40.5%

67.5%

2.4%

5.2%

2.4%

3.5%

14.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自立＋Ⅰ

Ⅱ以上

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない

33.3%

22.7%

56.1%

65.7%

4.5%

4.8%

0.0%

4.3%

6.1%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護1

要介護2以上

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない

（n=174） 

（n=99） 

（n=66） 

（n=207） 

（n=42） 

（n=231） 
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◆就労継続見込み別（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）・主な介護者が不安に感じる介護 
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29.0%
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10.1%
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11.6%

15.9%

4.3%

36.2%

10.1%

7.2%

8.7%

8.7%

8.7%

13.0%

2.9%

36.0%

39.0%

12.2%

15.1%

4.1%

8.1%

18.6%

17.4%

8.1%

48.3%

4.7%

10.5%

5.2%

4.7%

11.6%

3.5%

1.2%

45.5%

54.5%

4.5%

13.6%

0.0%

13.6%

22.7%

18.2%

0.0%

45.5%

4.5%

22.7%

9.1%

9.1%

13.6%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

問題なく、続けていける（n=69）

問題はあるが、何とか続けていける（n=172）

続けていくのは「やや＋かなり難しい」（n=22）
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（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

本計画を策定するための基礎資料として、要介護の要因となるリスクの状況や、高齢

者の生活状況を日常生活圏域ごとに把握し、地域が抱える課題を特定することを目的と

してアンケート調査を実施しました。 

 

項 目 内 容 

調査対象 一般高齢者・65 歳以上の要支援認定者 

配布数等 1,500 人を無作為抽出 回収数（回収率）：1,216 件（81.1％） 

調査方法 アンケート調査（郵送配布・郵送回収） 

調査時期 令和 2 年 2 月～令和 2 年 3 月 

 

＜主な調査結果＞ 

1. 社会参加を支援するために必要なサービス 

① 地域活動への参加意向 

地域づくりのグループ活動への参加意向について、日常生活圏域別の回答を比較すると、「参

加者としての参加意向」、「企画・運営としての参加意向」ともに南部圏域で割合が最も高くなっ

ており、北部圏域で最も低くなっています。 

◆日常生活圏域別・地域づくりのグループ活動への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.9

30.8

56.8

32.7

54.9

30.4

51.4

27.6

0% 20% 40% 60% 80%

地域づくりのグループ活動への

参加者としての参加意向

地域づくりのグループ活動への

企画・運営としての参加意向

全体

南部(n=600)

西部(n=326)

北部(n=286)
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地域活動への参加状況についての回答も同様の区分で比較すると、南部圏域では「ボランティ

ア」、「スポーツ関係」、「趣味関係」、「学習・教養サークル」、「収入のある仕事」で他圏

域より割合が高く、「老人クラブ」で最も低くなっています。 

西部圏域では、「町内会」で他圏域より割合が最も高く、「ボランティア」、「学習・教養サー

クル」、「介護予防のための通いの場」で最も低くなっています。 

北部圏域では「介護予防のための通いの場」、「老人クラブ」で他圏域より割合が最も高く、

「スポーツ関係」、「趣味関係」、「町内会」、「収入のある仕事」で割合が最も低くなってい

ます。 

◆日常生活圏域別・地域活動への参加状況 
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21.0

36.0

30.8

14.7

20.9

24.2

5.5

10.7

24.5

37.4

27.9

15.4

16.1

16.1

7.3

17.1

36.7

35.3

25.5

0% 20% 40% 60% 80%

ボランティアのグループ

スポーツ関係のグループやクラブ

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

地域の茶の間など

介護予防のための通いの場

老人クラブ

町内会・自治会

収入のある仕事

全体

南部(n=600)

西部(n=326)

北部(n=286)
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② 生活機能のリスク判定の状況 

日常生活圏域別に、7 項目の生活機能についてリスク該当者の割合を全体平均値と比較してみ

ると、南部圏域では「口腔機能の低下」、「閉じこもり傾向」の割合が全体平均値より高くなっ

ています。 

西部圏域では、「転倒」、「低栄養の傾向」、「うつ傾向」の割合が他圏域と比較して最も高

く、「口腔機能の低下」、「認知機能の低下」の割合についても全体平均値より高くなっていま

す。 

北部圏域では「運動器機能の低下」、「閉じこもり傾向」、「認知機能の低下」の割合が他地

域と比較して最も高く、「低栄養の傾向」の割合についても全体平均値より高くなっています。 

特に、「運動器機能の低下」については、北部圏域が突出して割合が高くなっています。 

 

◆運動器機能の低下 リスク該当者の割合 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆転倒 リスク該当者の割合 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆閉じこもり傾向 リスク該当者の割合 
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◆低栄養の傾向 リスク該当者の割合 

 

 

 

 

 

 
 

◆口腔機能の低下 リスク該当者の割合 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆認知機能の低下 リスク該当者の割合 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆うつ傾向 リスク該当者の割合 
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＜調査結果からの課題の整理＞ 

 

◇家族や生活の状況に関する回答をみると、高齢者のみの世帯や高齢者の一人暮

らし世帯が多く、見守りや生活支援が必要です。 

◇身体活動については、階段の昇降や椅子からの立ち上がりが「できない」とす

る割合は前回調査よりも減少していますが、引き続き運動教室等の介護予防事

業については継続が必要と考えます。 

◇食べることに関する回答をみると、固いものが食べにくいと感じる人、お茶・

汁物でむせる人の割合が加齢に比例して増加する傾向がみられます。また、口

腔衛生は、全身の健康状態や高齢者の生活の質（QOL）に大きく影響すること

から、口腔衛生に関する意識の向上を図ることとあわせて健康教室等を進める

必要があります。 

◇毎日の生活に関する回答では、物忘れが多いと感じる人の割合が全体では前回

調査より減少していますが、後期高齢者の回答をみるとその割合が高くなって

います。 

「認知症施策推進大綱」の基本的な考え方を基に、「認知症の発症を遅らせ、

認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や

家族の視点を重視しながら共生と予防を車の両輪として施策を推進」すること

が重要です。そのため、生きがいや趣味、友人との関わり等を継続し、その人ら

しい暮らしができるよう、生きがい活動支援通所事業や運動等の介護予防事業

の充実を図る必要があります。 

また、認知症の相談窓口を知らない人が約 6 割と多いことから、周知につい

ても検討する必要があります。 

◇地域での活動への参加状況をみると、様々なグループ活動（町内会・自治会へ

の活動を除く）等に「参加していない」と回答した割合が 5～6 割となってお

り、参加している割合を大きく上回っていることから、グループ活動への参加

に対する支援とあわせてイベントの開催など参加機会の充実が必要です。 
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（３）魚沼市介護職員数等調査 

市内の介護施設の職員数を把握するためアンケート調査を実施しました。 

 

項 目 内 容 

調査対象 魚沼市内の介護事業所（18 法人） 

基準日 令和 2 年 1 月 1 日 

 

＜主な調査結果＞ 

65 歳以上の第１号被保険者約 1 万 3,000 人、うち要介護認定者約 2,500 人を、約 1,000 人

の介護職員等で支える現状がうかがえます。 

年齢構成では、60 歳以上の職員が全体の４分の１を占める一方、30 歳未満の職員が全体の

１割に満たないという現状があります。 

今後も安定したサービスを提供できるよう介護人材をどのように確保していくかが課題です。 

◆職種別・年齢別人数 

№ 職 種 
年齢構成 必要な人数

又は雇用希
望人数 

不足す

る人数 
30 歳 
未満 

30～49
歳 

50～59
歳 

60 歳 
以上 合 計 

1 介護職員 57 301 142 167 667 704 37 

2 介護支援専門員 1 25 14 14 54 55 1 

3 生活相談員 1 28 11 0 40 43 3 

4 看護職員 5 29 33 49 116 121 5 

5 保健師 0 0 0 0 0 0 0 

6 管理栄養士、栄養士 4 5 0 0 9 9 0 

7 機能訓練指導員 4 18 3 0 25 25 0 

8 その他の職員 0 20 17 27 64 68 4 

合 計 72 426 220 257 975 1,025 50 
※本調査は、介護保険施設に勤務する職員の実人数を把握するもので、各就業規則等に基づき雇用する正規職員、３月以上の

雇用期間で雇用する職員の人数を計上しています。３月未満の雇用期間の職員及び単発など日々雇用的な形態の職員は除き
ます。 

※職種を兼務する場合、主たる職種で計上しています。 
※委託業務（調理、清掃等）先の職員は、含みません。 

◆職員の充足状況 

№ 職 種 回答数 

1 業務量に対して、適正な人数を配置している 6 

2 配置基準を満たすが、業務量に対して不足している 8 

3 配置基準をなんとか満たしている 2 

4 配置基準を満たせないことがある 0 
※未回答あり 
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第３章 基本理念と基本目標 

国は、第 6 期介護保険事業計画以降を「地域包括ケア計画」として位置付け、令和 7

（2025）年までに、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を送るため

に、住まい、医療、介護、介護予防及び日常生活支援が一体的に提供される「地域包括ケ

アシステム」を構築する取組を推進してきました。 

本市においては、平成 27（2015）年を開始年度とする「魚沼市高齢者福祉計画・第 6

期介護保険事業計画」期間中に魚沼圏域の医療再編が概ね完了したことから、次のステッ

プとして福祉・医療施策等の基本となる高齢者等の包括的な支援の仕組みづくりの構築

に向け、平成 30（2018）年 2 月に「魚沼市地域包括ケアシステム基本構想」を策定し

ました。 

この構想は、高齢者等の尊厳保持と自立した生活の支援を目的に、可能な限り住み慣

れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域内にお

いて医療・介護・介護予防・生活支援・住まいのそれぞれの支援・サービスを一体的かつ

包括的に提供する体制の構築に向けて、本市の実情に応じた方向性を示したものです。 

平成 30（2018）年 3 月に策定した「魚沼市高齢者福祉計画・第 7期介護保険事業計

画」では、令和 7（2025）年までの中長期的な視点に立った施策の展開を見据え、地域

包括ケアシステムの強化・推進に取り組んできました。 

「魚沼市高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画」は、更なる地域包括ケアシステ

ムの深化と地域共生社会の実現に向けて、令和 22（2040）年までの中長期的な視野に

立ちながら、高齢者福祉施策及び介護保険事業の基本的な考え方や、目指すべき取組な

どの方向性を示すこととしました。 

介護保険制度の改正や、統計データ、アンケート調査結果、介護職員数等調査、事業

評価などから明らかとなった課題等を踏まえ、基本理念と基本目標について定め、その

基本理念の実現に向けて、社会福祉法に基づく地域福祉推進計画をはじめ、健康増進法

に基づく健康づくり計画、その他関連計画との整合を図り、関連する施策を共有し展開

していきます。 
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１ 基本理念 

地域共生社会の実現を目指して、本市では「地域包括ケアシステム」の確立に向けて

第 6期計画でその構築に取り組み、第 7期計画で強化・推進を図ってきました。本計画

では、第 7 期計画において設定した目標や具体的な施策の達成状況を踏まえ、高齢者の

地域での生活を支える地域包括ケアシステムの更なる推進や、地域づくりに向けて一体

的に取り組むこととして、地域共生社会の実現を図っていく必要があります。そのため、

本計画の基本理念を掲げ、その実現に向けた取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

国は、少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域

社会を取り巻く環境の変化等により、国民の抱える福祉ニーズが多様化、複雑化してお

り、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め

合うことができる「地域共生社会」の実現を目指しています。地域共生社会とは、高齢

者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度や分野の枠、「支える側」、

「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひと

りが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会で

あります。 

地域共生社会の実現に向けた取組として高齢期の支援を地域で包括的に確保する「地

域包括ケアシステム」の推進が重要になります。今後高齢化が一層進む中で、高齢者の

地域での生活を支える「地域包括ケアシステム」は、地域共生社会の実現に向けた中核

的な基盤となることから、「地域包括ケアシステム」の充実が必要になります。 

本市においては、「地域福祉計画」に掲げる取組を推進し、市民福祉部局、教育委員会、

福祉関連機関や地域の自治会等との連携により多様な参加・協働を目指し、包括的支援

体制を構築し地域共生社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

高齢者等が安心して生き生きと暮らせるまちづくり 

「地域共生社会」の実現 

地域課題の解決力の強化 

地域丸ごとのつながりの強化 

地域を基盤とする包括的支援の強化 

専門人材の機能強化・最大活用 
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２ 基本目標 

基本理念を実現するために、本計画で取り組んでいく施策の基本的な目標を定めると

ともに、施策を体系化し事業を展開していきます。 

基本目標 １ 健康づくりと介護予防の推進 

高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けるためには、健康の維持が基本とな

ります。 

平成 28（2016）年から令和 7（2025）年までの 10年間を計画期間とする「第 2次

魚沼市健康づくり計画 健康うおぬま 21」では、高年期（65歳以上）の目指すべき姿と

して「生きがいを持って、生き生きと自分らしく毎日を過ごす」を掲げるとともに、食

生活や身体活動などの領域ごとに行動目標を設定して、高齢者の健康づくりに取り組ん

でいます。 

生活習慣病等の早期発見に向けて、がん検診や特定健康診査・特定保健指導を受けや

すくするような体制の整備などに取り組んでいます。 

今後も、より若いうちから望ましい生活習慣を確立するための取組を推進するととも

に、元気なうちに高齢者自身が生活習慣病についての理解を深め、積極的に健康の維持・

向上に努める環境の整備に取り組みます。あわせて地域における主体的な健康づくり・

介護予防の活動を支援し、地域を基盤とする包括的支援の強化を図りながら、一般介護

予防事業を推進します。 

 

基本目標 ２ 高齢者の社会参加の促進 

地域社会とつながりを持つことは、身体の健康の維持・向上のみならず、生きがいや

社会的役割意識にもつながることから、自立した生活を継続する上で非常に重要となり

ます。また、少子高齢化が進行している現状において、元気な高齢者が社会の中で能力

を活かして活躍することは、地域を活性化する上で今後ますます必要となることが見込

まれることから、地域における介護予防活動やボランティア活動に高齢者自身がその能

力を発揮できるような仕組みづくりに取り組みます。 

 

基本目標 ３ 安心して暮らせる地域づくり 

介護が必要な状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができ

るように、「地域包括ケアシステム」の強化・推進に取り組みます。 

庁内の関係部署はもとより医療機関、介護事業者、司法機関、その他地域における関

係団体等と連携し、団塊の世代が後期高齢者となる令和 7（2025）年、団塊ジュニア世

代が高齢者となる令和 22（2040）年を見据えた中で、地域共生社会の実現に向けた体

制強化に取り組みます。 
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魚沼市地域包括ケアシステム基本構想策定にあたっての基本方針 

① 対象者の多様性 

 本基本構想では、当面の間は 65歳以上の高齢者を主な対象としますが、将来

的には、本基本構想の進捗状況を踏まえた上で、高齢者だけではなく、年齢及び

障害の有無を問わずすべての市民を対象として拡大することを目指します。 

② ワンストップ性 

 サービスを必要とする人がワンストップで必要なサービスを利用できるよう

にするために、個々の窓口から適切な組織や制度に迅速かつ的確につなぐ体制

を整備します。 

③ 地域密着性 

 市街地や山間部といった地域条件のほか、自治会の活力や連携の形態等、地

域の実情を考慮するとともに、地域内の公共施設や組織等を活用しながら、地

域に即したサービスの提供を図ります。 

④ 総合性 

 既存の公的制度だけに限らず、地域の互助・共助（近隣、友人、ボランティア

及び非営利団体（NPO法人）などの行政制度に基づかない援助）までを柔軟に組

み合わせながら総合的に提供できる仕組みを構築します。 

⑤ ネットワーク性 

 地域内における情報の共有化を進めるとともに連携体制を構築した上で、取

組の継続性を確保しながら、各地域間で取組の発信と共有を促進するなど、地

域の実情に見合った新しい取組の開発に努めます。 
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■地域包括ケアシステムのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 ４ 認知症高齢者施策の推進 

認知症は誰もがなり得るものであり、多くの人にとって身近なものとなっています。 

高齢者が地域で安心して暮らせるよう、認知症の人やその家族への支援に取り組みます。

また、高齢者の権利擁護の取組を推進します。 

 

基本目標 ５ 介護保険事業の適正な運営 

住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができるよう、介護サービ

スの質の向上を図るとともに、地域包括ケアシステムを支える人材の確保に取り組みま

す。 

地域の実情を踏まえ、サービス供給基盤を計画的に整備していきます。 

また、介護給付等の適正化など安定したサービス提供に向けた体制づくりを推進しな

がら、安定的で円滑な事業の運営を図ります。 

 

 



 第 3章 基本理念と基本目標 

41 

 

３ 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域の設定 

本市では、第 7期介護保険事業計画において日常生活圏域を市内 3圏域と設定しまし

た。日常生活圏域は、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるようにす

るため、地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、介護給付等のサービスを提供

するための施設の整備状況等を総合的に勘案して定めることとされています。 

介護サービス提供施設や事業所の適正かつ計画的な整備を検討し、更なるサービス基

盤の整備と質の確保を図ります。 

 

１. 日常生活圏域 

医療機関の配置、介護保険第 1

号被保険者の人口（3,000 人～

6,000人）及び圏域内の移動時間

（おおむね 30分以内）を考慮し、

市内を「北部圏域」、「西部圏域」、

「南部圏域」の 3圏域に設定して

います。 

圏域設定については、今後も市

内圏域間の人口バランスや地理

的条件等地域の実情を勘案する

中で必要に応じて見直しも検討

していきます。 

 

 

 

   

圏域名 対象地域 第１号被保険者数 

①北部圏域 

・広神地域の一部（広瀬地域）の区域 

・守門地域の区域 

・入広瀬地域の区域 

約 3,500 人 

②西部圏域 
・堀之内地域の区域 

・広神地域の一部（藪神地域）の区域 
約 4,000 人 

③南部圏域 
・小出地域の区域 

・湯之谷地域の区域 
約 5,400 人 
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４ 施策の体系 

基本目標と地域包括ケアシステムの推進、地域共生社会の実現に向けた施策を展開し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 
健康づくりと介護予防の推進 

1-1 元気なうちからの健康づくり 

1-3 介護予防・生活支援サービス事業の推進 
高
齢
者
等
が
安
心
し
て
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

基本目標２ 
高齢者の社会参加の促進 

2-1 高齢者の活躍の機会の創出 

2-2 社会参加の推進と生きがいづくり 

3-1 生活支援サービスの推進 

3-2 地域包括支援センターの機能の充実 

3-3 医療と介護の連携の強化 

3-4 高齢者の住まいの確保 

5-1 介護人材の確保定着及び業務効率化 

5-2 サービス供給基盤の整備 

5-3 介護給付の適正化の推進 

基本目標５ 
介護保険事業の適正な運営 

1-2 地域づくりによる介護予防 

基本理念 基本目標 施策の展開 

4-1 認知症への理解を深める普及啓発と本人発信支援 

4-2 認知症予防の取組 

4-3 認知症の人と家族への支援体制づくり 

基本目標４ 
認知症高齢者施策の推進 

3-5 権利擁護の取組 

3-6 災害や感染症対策の取組 

基本目標３ 
安心して暮らせる地域づくり 
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第４章 施策・事業の展開 

第 3章に掲げる目標を達成するため、次の施策を展開します。 
基本目標１ 健康づくりと介護予防の推進 

1-1 元気なうちからの健康づくり 

高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けるためには、健康の維持が基本とな

ります。 

魚沼市では、「第 2 次魚沼市健康づくり計画 健康うおぬま 21」を策定し、市民の健

康づくりに取り組んでいます。望ましい生活習慣を確立するには、高齢者になってから

健康づくりを始めるのではなく、より若く元気なうちから望ましい生活習慣についての

理解を深め、積極的に健康の維持・向上に努められるような環境を整備します。 

また、生活習慣病の早期発見に向けて、各種がん検診や特定健康診査・特定保健指導

を実施するとともに 65 歳到達者が、それまでに培った健康状態を維持できるよう一般

介護予防事業を実施します。 

1-2 地域づくりによる介護予防 

介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業で実施するサービスは、対象者

を限定する介護認定要件はないことから、65 歳以上の全ての人が対象となります。*フ

レイル予防のために、運動機能や口腔機能の維持・向上や栄養改善、認知症予防等の各

種介護予防の教室を実施します。また、介護予防のためのボランティアの養成や活動支

援、地域リハビリテーション活動支援事業を介護予防教室と組み合わせることで、高齢

者が健康で生き生きと安心して暮らせることを目指します。 
 

① 介護予防把握事業 

心身の状況を判定する*基本チェックリストや民生委員や関係機関等からの情報を活

用しながら、支援を要する高齢者を把握し、介護予防活動へつなげます。 
 

【施策の展開】 

介護保険法の一部改正により、65歳以上の高齢者に対する基本チェックリストの一斉

配布回収は行わないことになった関係で、今後は把握の必要性の高い年齢層を絞り、配

布対象を検討します。 

 

 

 

 

 
＊「フレイル」とは、高齢になって筋力や活力が衰えた段階。病気（要介護状態）と健康の中間的段階。予防するに

は、栄養、身体活動、社会参加がポイント 

＊「基本チェックリスト」とは、介護予防が必要な人を早期に発見するための 25 項目の質問表 
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◆基本チェックリスト実施数 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

延べ実施人数（人） 218 413 400 500 500 500 

※以下、令和 2 年度は見込値 

② 介護予防普及啓発事業 

介護予防に関する普及啓発のためのパンフレット等の作成・配布、転倒予防等の教室

を開催します。 

【施策の展開】 

老人クラブ等の集会の機会を活用して、口腔機能向上講座や転倒予防体操指導など介

護予防のための健康教室を開催します。 

認知症予防の「脳はつらつ教室」を複数年受講したグループには、生活支援体制整備

事業で養成した「元気づくりサポーター」を派遣して運動指導をするように展開してい

きます。 
◆いきいき元気教室 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 
令和元年度 

（2019 年度） 
令和 2 年度 

（2020 年度） 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 

延べ参加人数（人） 405 273 450 500 500 500 

◆脳はつらつ教室 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 
令和元年度 

（2019 年度） 
令和 2 年度 

（2020 年度） 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 

延べ参加人数（人） 1,033 573 350 400 400 400 

③ 普及啓発型運動器機能向上事業 

生きがい活動支援通所事業を実施する 4 会場に健康運動指導士を派遣し、加齢に伴う

身体の機能低下の予防・向上及び介護予防に資する基本的な知識の普及啓発を目的とし

た指導プログラムを実施しています。 

【施策の展開】 

より多くの高齢者が利用し、指導が行き渡るよう、健康運動指導士の増員や必要に応

じて指導プログラムの改善を検討します。 
◆普及啓発型運動器機能向上事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018年度） 
令和元年度 

（2019 年度） 
令和 2 年度 

（2020 年度） 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 

開催回数（回） 142 124 124 144 144 144 

延べ参加者人数（人） 908 796 800 900 950 1,000 

④ 高齢者筋力向上トレーニング事業(普及啓発型筋力向上トレーニング事業) 

65歳以上の高齢者を対象にトレーニング機器を使用して、転倒骨折の防止、運動器機
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能低下防止のため、7会場 15コースの教室を開催し運動器機能の向上を図り、利用者の

増加及び介護予防の普及に努めてきました。 
 

【施策の展開】 

今後も利用者数の増加を図るため、コースの追加や変更を検討します。また、委託先

と協議しながら効果的な介護予防事業の実施に努めていきます。 
◆高齢者筋力向上トレーニング事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 

開催回数（回） 1,073 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

延べ参加者人数（人） 17,742 16,592 16,900 17,100 17,200 17,300 

 

⑤ 地域介護予防活動支援事業 

運動教室の*ファシリテーター等の人材育成や地域活動組織の育成・支援を行います。 
 

【施策の展開】 

ファシリテーター等の人材育成やスキルアップのための研修を実施し、介護予防活動

の地域展開を目指します。住民に身近な町内・集落内の会場で運動教室が実施できるよ

う体制を整備し、運動等の介護予防の活動を希望する高齢者を支援します。 

 

⑥ 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化するために地域ケア会議、サービス担当者会

議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進します。 
 

【施策の展開】 

リハビリテーション専門職の関与については、サービス担当者会議等の会議だけでな

く、介護支援専門員がケアプランを作成するためのアセスメントに対しても助言をもら

えるような関与のあり方を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 
*「ファシリテーター」とは、参加者の主体性を促し、意欲を引き出す進行役、世話人  
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1-3 介護予防・生活支援サービス事業の推進 

介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」は、要支援者

などに対して、要介護状態にならないようにするための予防事業や日常生活の支援を実

施することにより、高齢者一人ひとりが活動的で生きがいのある生活を継続できるよう

にすることを目的として実施します。そのために、要支援者や事業対象者が自身の状態

に応じたサービスを選択できるよう、支援体制の整備に努めます。 
 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援者及び事業対象者です。旧介護

予防訪問介護等により提供されていた「介護予防訪問介護相当サービス」や「介護予防

通所介護相当サービス」の専門的なサービスのほかに、住民主体等のサービスも提供し

ます。 
 

【施策の展開】 

要支援者及び事業対象者がもつ能力を最大限に引き出しつつ、介護予防サービスと生

活支援サービスに市民等が参画することにより、高齢者の社会参加を促すとともに多様

なサービスを効果的に組合せて提供できるよう関係機関と調整を図っていきます。 

また、介護サービス事業所における研修等を通じて、訪問型・通所型サービスの質の

向上に取り組むとともに、高齢者の自立をサポートするとともに、症状の重度化防止に

努めます。 
◆訪問型・通所型サービス (単位：人／月) 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 

訪問型サービス 39 49 50 50 50 50 

通所型サービス 230 167 200 200 200 200 

◆訪問型サービスの種類 

・介護予防訪問介護相当サービス（身体介護や生活援助） 

・多様な訪問型サービス（必要な日常生活上の支援など） 

・短期集中予防訪問サービス 
◆通所型サービスの種類 

・介護予防通所介護相当サービス（食事・入浴の提供や日常動作訓練） 

・短期集中予防通所サービス 

 

  



第 4章 施策・事業の展開 

47 

 

② 生活支援体制整備事業 

地域における高齢者への多様な日常生活上の支援と高齢者の社会参加の促進を一体的

に図っていくことを目的として実施しています。 

②－１ 生活支援コーディネーターの配置 

高齢者における生活支援・介護予防サービスの実施体制を強化するために、生活支援

コーディネーターを平成 28年度から配置しています。 

②－２ 協議体の設置 

生活支援等サービスの実施体制の強化に向けて、生活支援コーディネーターを補完し、

多様な主体間における情報の共有及び連携・協働による取組を推進するための協議体を

設置しています。 
 

【施策の展開】 

事業の実施状況を踏まえ、高齢者の介護予防と自立した日常生活に向けた支援を図る

ため、当事者のニーズや実情に応じた多様なサービスが提供される体制整備に努めます。 

生活支援コーディネーターと協議体が連携しながら、多様な介護予防サービスの実施

と、支援体制の強化を図ります。 

また、生活支援コーディネーターが業務において養成した「元気づくりサポーター」

が、地域の中で活動できるよう支援します。 

 

基本目標２ 高齢者の社会参加の促進 

2-1 高齢者の活躍の機会の創出 

高齢になると、仕事を辞める人が多くなりますが、高齢者が自立し、生き生きと地域

社会で過ごしていくためには、活躍できる場所や生きがいを見つけることが大変重要で

す。そのために、今まで培ってきた知識や技能を発揮できる場所を提供するとともにさ

らに生きがいを見つけてもらうための機会づくりに教育委員会（生涯学習、公民館活動

など）、自治会、コミュニティ協議会、ＮＰＯ法人などが行う事業と連携して取り組んで

いくことが必要となります。 

① 老人クラブ活動への支援 

老人クラブは、高齢者の生きがいづくりの拠点組織として、趣味やレクリエーション

活動など幅広く活動しています。高齢者の健康づくりを進める活動やボランティア活動

をはじめとした地域を豊かにする活動を支援することにより、生きがいを持って活躍で

きる場を提供しています。 

しかし、近年は娯楽や趣味の多様化により、加入者が減少する傾向が見られますが、

老人クラブは地域への関与や貢献が期待できる場であるため、老人クラブ事務局と連携

を図りながら、クラブ加入者数の増加に向けて具体的な対策を講じる必要があります。 
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【施策の展開】 

今後も福祉活動や文化の伝承等、社会的役割を担う団体として老人クラブへの加入を

促進するとともに、高齢者の積極的な地域活動を推進するため、老人クラブの自主活動

に対して支援を行います。また、自治会や地域コミュニティ協議会とともに地域共生社

会の実現に向けた地域づくりを推進するため、高齢者が主体的に地域課題を把握し解決

する取組に対して支援を進めます。 
 
◆老人クラブ 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 

クラブ数（団体） 

計画 105 105 105 105 105 105 

実績 100 100 98    

計画比 95.2％ 95.2％ 93.3％    

会員数（人） 

計画 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

実績 4,474 4,364 4,220    

計画比 89.5％ 97.3％ 84.4％    

◆老人クラブの主な活動状況 

事業名 活動内容 

社会参加（奉仕）活動事業 
友愛訪問、清掃奉仕、地域美化運動、交通安全奉仕、地域支え合い事
業 

教養講座開催事業 
健康教育講座、老人健康食講座、生きがい講座、郷土文化の伝承、 
交通安全教育 

健康づくり、スポーツ振興事業 健康教室、老人運動会、ゲートボール大会等 

 

② シルバー人材センターへの支援 

シルバー人材センターが、働く意欲のある高齢者に対して就労の場を提供することに

より、高齢者が地域社会の担い手として活躍することができ、健康で生きがいのある生

活を送ることができます。そのため、魚沼市シルバー人材センターとの連携を図りなが

ら高齢者が豊かな経験や知識、技能などを活かせる機会を確保し、生涯現役で社会参加

ができるよう支援しています。 
 

【施策の展開】 

高齢者の就労と社会参加のさらなる促進に向けて、シルバー人材センターに対する支

援を行い、高齢者の技術や能力を活用した職種の増加を図ります。 

また、人口減少対策に関連する労働力確保策の面からも、高齢者の就業機会を増やす

方向で検討は避けられないことから、産業振興分野をはじめ多方面の分野との連携に向

けて協議を進めます。 
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◆シルバー人材センター 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 

会員数（人） 

計画 530 540 550 560 570 580 

実績 489 506 520    

計画比 92.3％ 93.7％ 94.5％    

 

2-2 社会参加の推進と生きがいづくり 

高齢者が生きがいを持って、自分らしく生きるためには、心身の健康を保ち、趣味・

教養の向上などに努め、社会の一員として活動していくことが大切です。そのための活

動拠点として、市有の高齢者施設を活用して社会参加や交流を推進することとしていま

す。 

市有の高齢者施設の多くは建設後相当の年数が経過し、老朽化が進んでいることから、

今後の維持・管理において多額の費用負担を要することが懸念されています。このため

公共施設再編整備計画に基づき、高齢者福祉施設の再編による施設の集約化と機能強化

を検討していく必要があります。 
 

【施策の展開】 

高齢者の心身の健康や趣味・教養の向上などを図るため、社会参加や交流の場を設け

ています。 

老人福祉センター・老人憩の家再編計画又は公共施設再編整備計画により、高齢者福

祉施設の再編を行います。 
 
◆高齢者施設利用者数の実績 

（単位：延人数） 

区 分 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

(2019 年度) 

令和 2 年度 

(2020 年度) 

老
人
憩
の
家 

堀之内老人憩の家 2,194 1,859 1,000 

広神老人憩の家 2,351 1,847 1,500 

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

小出老人福祉センター 5,734 6,076 5,000 

湯之谷老人福祉センター 1,131 1,334 1,100 

広神老人福祉センター 2,649 2,437 1,900 

守門高齢者センター 7,843 7,196 5,000 
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① 外出支援サービス事業【P.51 へ再掲】 

公共交通機関を利用することが困難な高齢者に対して、介護予防・生きがい活動支援

事業への参加が医療機関への通院時、さらに外出時全般に利用できるようにタクシー券

を交付しています。 

自動車運転免許を持たない高齢者の日常生活の支えになっています。 

 

② 生きがい活動支援通所事業【P.52 へ再掲】 

一人暮らしや日中一人で過ごすなど家に閉じこもりがちになる高齢者を対象に、通所

による事業を実施し、交流や趣味の活動のほか、日常動作訓練、給食などの各種サービ

スを提供しています。 

介護予防には運動による効果が特に高いため、本事業と連携して実施している運動器

機能向上事業の利用と合わせて事業を推進することにより、利用者が要介護状態になる

ことを予防しています。 
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基本目標３ 安心して暮らせる地域づくり 

3-1 生活支援サービスの推進 

① 外出支援サービス事業（再掲） 

公共交通機関を利用することが困難な高齢者に対して、介護予防・生きがい活動支援

事業への参加時や医療機関への通院時、さらに外出時全般に利用できるようにタクシー

券を交付しています。 

自動車運転免許を持たない高齢者の日常生活の支えになっています。 
 

【施策の展開】 

関係機関と密接な連携を図りながら、地域の実情に即したサービスが提供できるよう

に、サービス内容について分析した上で、必要に応じて見直しを行います。 
◆外出支援サービス事業 

区 分 

実績値 見込値 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 

利用者数（人） 

計画 340 350 360 370 380 390 

実績 331 348 350    

計画比 97.4% 99.4% 97.2%    

② 軽度生活支援事業 

● 生活援助 

在宅の一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、日常生活に援助を必要とする世帯

に対して、在宅生活を継続できるように、ヘルパーを派遣して、洗濯、清掃及び買い物

などの日常生活上での援助をしています。 

援助を必要とする世帯の日常生活の支えになっています。 
 

● 除雪援助 

市民税非課税世帯及び市民税均等割のみ課税世帯で、かつ在宅の一人暮らし高齢者

や高齢者のみの世帯、障害者世帯又はひとり親世帯などの要援護世帯で、自力で屋根

雪除雪・門払いができない場合に、除雪援助を実施しています。 

高齢者世帯などの日常生活の支えになっています。 
 

【施策の展開】 

高齢者世帯等を対象に、在宅における自立した生活の継続のため、そして、要介護状

態への進行を防止するため、日用品の買物、家屋内の整理整頓及び除雪などの日常生活

上の支援を行います。 

生活援助事業については、ヘルパーの人材確保が困難な状況があり、現在の委託先だ

けでなく他の事業者も本事業に参加できるよう検討していく必要があります。 

除雪援助事業については、豪雪地である本市では要支援世帯にとって、必要不可欠な
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事業です。関係機関及び実施業者等と連携を取り、今後も事業を推進していく必要があ

ります。 

除雪援助事業は、降雪量によりサービスの需給に影響が生じるため、大雪時でも対応

できるように関係機関と調整を図っていきます。 
◆生活援助事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

利用者数（人） 

計画 35 35 35 35 35 35 

実績 32 26 25    

計画比 91.4% 74.3% 71.4%    

◆除雪援助事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

利用世帯数 
（世帯） 

計画 490 495 500 510 515 520 

実績 471 159 490    

計画比 96.1% 32.1% 98.0%    

③ 生きがい活動支援通所事業（再掲） 

一人暮らし又は、日中に一人になるなど家の中に閉じこもりがちになる高齢者を対象

に、日帰りの通所事業を実施しており、交流や趣味活動、日常動作訓練、給食などの各

種サービスを提供しています。 

なお、高齢者の介護予防には運動が特に効果的であることから、運動器機能向上事業

の利用と合わせて本事業を推進することによって、利用者の要介護状態への進行を予防

しています。 

計画目標値には届かなかったものの、新規利用者は増加しており、高齢者の介護予防

（健康の維持）に大いに貢献しています。 
 

【施策の展開】 

高齢者の介護予防には運動が特に効果的であることから、引き続き運動器機能向上事

業の利用と合わせて本事業を推進することによって、高齢者の要介護状態への進行を予

防します。 

全体的にみると、延べ利用者は目標値に達成していない状況にあります。地域包括支

援センター等の関係機関や民生委員などと連携しながら、家の中に閉じこもりがちな高

齢者に対して更なる周知を図るとともに事業参加に向けて案内をしていきます。 

また、事業の委託先とともに効果的な事業の実施方法や更なる利用の増進に向けた内

容の改善を検討していきます。 
◆生きがい活動支援通所事業 

区 分 実績値 見込値 
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平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

利用者数（人） 

計画 130 140 150 160 160 160 

実績 130 113 120    

計画比 100.0% 80.7% 80.0%    

④ 生活管理指導短期宿泊事業 

おおむね 65 歳以上の高齢者で、基本的な生活習慣の欠如などにより、社会適応が困

難な人を対象に、養護老人ホームの空き室を利用して宿泊事業を実施し、生活習慣等の

指導を行うとともに、体調の調整を図っています。 
 

【施策の展開】 

要介護状態への進行防止を図るため引き続き事業を継続していきます。また、家族や

親族等が不在となる場合における高齢者の見守り目的とする利用についても検討してい

きます。 
◆生活管理指導短期宿泊事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

利用者数（人） 

計画 30 30 30 30 30 30 

実績 18 11 15    

計画比 60.0％ 36.7％ 50.0％    

延べ利用日数 
（日） 

計画 100 100 100 100 100 100 

実績 90 76 140    

計画比 90.0％ 76.0％ 140.0％    

⑤ 緊急通報体制等整備事業 

急病などの緊急時に、迅速かつ適切に対応するために、単身・高齢者世帯に、緊急通

報装置を設置しています。 
 

【施策の展開】 

高齢化が進む中、単身・高齢者世帯が増加すると見込まれるため、緊急時の対応や安

否確認の必要性から、緊急通報装置の設置を継続して実施します。 

また、関係機関と密接に連携を図りながら、地域の実情に即したサービスが提供でき

るように、実施内容について分析・検討・見直しを行います。 

 

 

 
◆緊急通報体制等整備事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 
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利用者数（人） 

計画 155 160 165 170 175 180 

実績 156 154 160    

計画比 100.6％ 96.3％ 97.0％    

⑥ 老人日常生活用具給付事業 

要援護又は一人暮らし高齢者で、所得税非課税世帯の人に対して、日常生活用具を給

付・貸与しています。近年の利用実績はありませんでした。 
 

【施策の展開】 

近年の利用実績が無く、今後も申請の見込みが無いことから、事業の見直しを検討し

ます。 
◆老人日常生活用具給付事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

利用者数（人） 

計画 1 1 1 見直し － － 

実績 0 0 0    

計画比 0.0％ 0.0％ 0.0％    

⑦ 寝たきり老人等介護手当支給事業 

在宅で常時介護を必要とする状態が 3 か月以上継続している人を介護している人に対

し、介護意欲の高揚と経済的負担の軽減を図るため、介護手当を支給しています。 

居宅介護事業所等に要介護者の在宅状況を確認するとともに、対象者に適切に支給し

ています。 
 

【施策の展開】 

在宅で介護している人の介護意欲の高揚と経済的負担の軽減を図るため、引き続き事

業を実施します。 
◆寝たきり老人等介護手当支給事業 

区 分 

実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

助成件数（件） 

計画 550 560 570 500 510 520 

実績 482 483 490    

計画比 87.6% 86.3% 86.0%    

 

⑧ 地域自立生活支援事業（食の自立支援事業） 

単身・高齢者のみ世帯を対象に、栄養バランスのとれた食事の提供と高齢者の安否確

認のため、昼食を週 2回、業者に委託して提供しています。 

配達不要とする際の事前連絡の徹底と利用者が不在となる場合の安否確認の方法につ

いて検討していく必要があります。 
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【施策の展開】 

バランスのとれた食事による健康維持や見守りに役立っていることから、事業を継続

していきます。 
◆食の自立支援事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

利用者数（人） 

計画 180 180 180 200 200 200 

実績 196 192 195    

計画比 108.9％ 106.7％ 108.3％    

総配食数（食） 

計画 9,400 9,400 9,400 11,000 11,100 11,200 

実績 11,109 10,162 10,900    

計画比 118.2％ 108.1％ 116.0％    

⑨ 家族介護継続支援事業（介護用品支給事業） 

在宅の寝たきり高齢者や身体障害者手帳 1・2級所持者で介護用品が必要な人に対し、

給付券により紙おむつ等を支給しています。また、要介護 4・5で市民税非課税世帯の人

に対しては、給付券を割り増しして交付しています。 

在宅介護をする家族の介護意欲の高揚と、経済的負担の軽減を図っています。 
 

【施策の展開】 

在宅の寝たきり高齢者や身体障害者手帳 1・2級所持者で介護用品が必要な人に対し、

紙おむつ等を支給することにより、在宅介護者の支援と在宅福祉の向上を図っていきま

す。 

また、在宅介護している家族の介護意欲の高揚と、経済的負担の軽減を図るため、引

き続き事業を実施します。 
◆介護用品支給事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

利用者数（人） 

計画 550 560 570 580 590 600 

実績 548 577 548    

計画比 99.6％ 103.0％ 96.1％    

3-2 地域包括支援センターの機能の充実 

地域包括支援センターは、平成 17年の介護保険法の改正により、「地域住民の心身の

健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上

及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とした施設」として創設され、保健師、

社会福祉士、主任介護支援専門員の 3職種を配置することとなりました。 

地域包括ケアシステムの構築を推進していく上で、地域包括支援センターの機能の強
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化・充実は重要です。 

① 地域包括支援センターの運営する事業 

①－１ 介護予防ケアマネジメント事業 

要支援者や事業対象者に対してアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等

に応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成します。 

①－２ 総合相談支援事業 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことがで

きるよう、適切な保健・医療・福祉サービス又は制度の利用に向けて関係機関につなげ

るなどの相談支援を行います。 

①－３ 権利擁護事業 

適切なサービスにつながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域

において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継

続的な視点から、高齢者の権利擁護のために市と地域包括支援センターが協力して以下

の業務を行います。 

ア 成年後見制度の活用促進 

イ 老人福祉施設等への措置の支援 

ウ 高齢者虐待への対応 

エ 消費者被害の防止 

①－４ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療や介護の多職種の協

働により、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的・継続的に支援していく体制づ

くりを行います。また、個々の介護支援専門員に対する支援を行います。 
 

【施策の展開】 

日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを設置することによって、住民により身近

な場所での相談対応ができるような体制を構築します。 

要支援認定者等が増加してきており、今後も引き続き自立支援に向けて継続したケア

マネジメントを実施します。 

民生委員や介護保険事業所等、関係者との連携を図りながら課題を共有するとともに

課題解決能力の向上・強化を図ります。 

高齢の障害者も増加傾向にあることから、介護福祉部門と障害福祉部門の支援が求め

られるため、障害者相談支援事業所との連携を強化します。 

地域での医療や介護の多職種連携・協力体制の整備に努め、包括的に継続的な支援が

できるよう、ケア体制づくりを推進していきます。 

 

② 地域ケア会議推進事業 
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地域ケア会議は、市が開催する「地域ケア推進会議」と、地域包括支援センターが開

催する「地域ケア個別会議」で構成されています。「地域ケア推進会議」は、医療・介護

等の多職種、民生委員、社会福祉協議会等からの多様な関係者が集まり、高齢者が住み

慣れた地域で生活できるよう地域課題の抽出・検討等を行います。「地域ケア個別会議」

は、事例検討結果に基づく地域課題を関係機関と共有し課題解決を図ります。 
 

【施策の展開】 

地域ケア個別会議の開催回数が少ないため、開催方法を工夫します。 

地域ケア個別会議で出された地域課題等を地域ケア推進会議においても検討できるよ

う具体化し、政策形成にまで結び付けていく仕組みづくりに努めます。 

 

3-3 医療と介護の連携の強化 

① 在宅医療・介護連携事業 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最後まで続けることができるよう、在宅における医療と介護を一体的に提供す

るために、医療機関と介護事業所等の連携を促進します。 
 

【施策の展開】 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう医療機関からの退院を支援するほか、

日常生活の療養支援や急変時の対応、看取り等で在宅医療と介護の連携による切れ目の

ない一体的な対応を進めます。 

高齢者が疾病を抱えても、自宅のある住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けられ

るよう医師会等の関係機関の協力を得ながら、地域において医療・介護の専門職間の連

携を強化するとともに、市立病院を連携拠点として、在宅医療・介護の関係者からの相

談窓口の設置や切れ目のない支援体制等の構築に向けた検討を行い、地域における包括

的かつ継続的な在宅医療・在宅介護サービスの提供を目指します。 

また、各種会議の開催を通じて、サービス事業所間の連携とサービス事業所従業員の

資質の向上を図ります。併せて、民生委員や在宅介護支援センターのほか関係する部署

と情報共有を図りながら、社会的資源の活用促進と地域全体で高齢者を支える仕組みの

構築に努めます。 
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② 「魚沼地域医療連携ネットワーク」うおぬま・米ねっと 

うおぬま・米ねっとは、IT 技術を活用して、魚沼地域（魚沼市・南魚沼市・湯沢町・

十日町市・津南町）の医療と介護の情報を共有するサービスのことで、圏域内の病院、

薬局及び介護施設が一体的な施設となるように連携して、医療及び介護サービスを提供

する仕組みです。 
 

【施策の展開】 

魚沼医療圏域では、高齢化が進み、医療及び介護のニーズが増加しています。一方で、

医療従事者や介護従事者の不足が深刻化しており、少ない医療・介護資源（人材）で地

域全体の医療介護ニーズに的確に対応するためには、確実で効率的な情報伝達と情報共

有の手段が必要です。そのため、本市でも「魚沼地域医療連携ネットワーク」うおぬま・

米ねっとを推進します。また、うおぬま・米ねっと事務局や魚沼地域医療連携ネットワー

ク協議会の活動を引き続き支援していきます。 

 

3-4 高齢者の住まいの確保 

ニーズ調査の結果から、住居が「持家（一戸建て）」とする回答が 91.9％と、市民の持

ち家比率が高い現状がわかります。また、高齢者の外出の機会に関する設問については、

外出を週 1回未満の人が約 1割であるほか、高齢者の外出を控えていると回答した人が

22.5%となり、外出を控えている理由で一番多いのが、「足腰の痛み」で 54.7%の回答

結果となっています。 

高齢者の住まいの問題は、地域包括ケアシステムの構築に当たっても重要なものであ

り、高齢者の実態を踏まえた上で、住み慣れた地域での住み替えや既存住宅のバリアフ

リー化を支援します。また、個々の生活スタイルに合った住まいでの生活を選択できる

よう、サービス付き高齢者向け住宅等のサービス基盤の整備とあわせて低額な公営住宅・

養護老人ホーム等の多様な資源の活用を促進するとともに、居住費等の負担軽減につい

ても検討を進めます。 

市が設置している施設については、福祉サービスの拠点施設として機能の充実を図っ

ていくとともに、自立して生活することに不安を抱える単身・高齢者世帯が安心して暮

らせるよう適切に管理運営を行っていきます。 

それぞれの施設は耐用年数の到来が近づいており、老朽化が進んでいるため、施設の

あり方についての検討を進める必要があります。 

市内のケアハウスは、市内の社会福祉法人によって運営され、介護保険適用施設とし

て、特定施設入居者生活介護の指定を受けています。 

また、市では、守門高齢者居住施設及び魚沼市高齢者生活支援ハウスの２箇所の高齢

者生活支援ハウスを設置して、単身・高齢者世帯で自立して生活することに不安がある

人のための居住施設を提供しています。 
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【施策の展開】 

市が設置している施設については、福祉サービスの拠点施設として引き続き機能充実

を図っていくとともに、自立して生活することに不安を抱える単身・高齢者世帯が安心

して暮らせるよう管理運営を行っていきます。 

ケアハウスについては、高い利用率で推移しております。今後も入居希望者が出た場

合に運営法人に円滑につなげるよう連携に努めます。 

また、サービス付き高齢者向け住宅についても、関係機関と協議をしながら、民間事

業者による増設について情報収集及び検討を行っていきます。 
◆養護老人ホーム入所状況 

（単位：人） 

施設名 設置主体 定員 

魚沼市からの入所者 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

(2019 年度) 

令和 2 年度 

(2020 年度) 

南山荘 魚沼市 50 47 48 44 

魚沼荘 南魚沼市 70 0 1 1 

胎内やすらぎの家 (福)愛光会 60 1 1 2 

計 180 48 50 47 

※各年度 4 月 1 日現在 
 

◆ケアハウス利用状況 
（単位：人） 

施 設 名 設置主体 定員 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

(2019 年度) 

令和 2 年度 

(2020 年度) 

ケアハウスやまなみ (福)魚野福祉会 30 29 30 30 

※各年度 4 月 1 日現在 

◆高齢者生活支援ハウス入所状況 
（単位：人） 

施 設 名 設置主体 定員 
平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

(2019 年度) 

令和 2 年度 

(2020 年度) 

守門高齢者居住施設 魚沼市 5 3 5 3 

魚沼市高齢者生活支援ハウス 魚沼市 10 9 6 8 

計 15 12 11 11 

※各年度 4 月 1 日現在 

 

 

 

● 高齢者住宅整備資金貸付・助成事業 

高齢者の居住整備又は高齢者向けに住宅改修をする世帯に資金の貸付・助成を行っ
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ています。 

● 高齢者向け住宅整備資金貸付事業 

高齢者の居室等を、自費で増築や改築することが困難な高齢者と同居している人に、

250万円を限度として必要な資金を貸付しています。 

貸付の実績がなく、本事業の廃止についても検討する必要があります。 

● 高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付事業 

自宅で暮らす高齢者の家屋には、浴室、トイレ、玄関などに段差があり、手すりもな

く不便な住宅が多くあります。高齢者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送

るためには、居住環境の整備が求められています。 

前年の世帯収入が 600万円未満の世帯で、要支援・要介護認定を受けた人や身体障

害者 1・2級の人が、身体状況に適した住宅の改造等を行う場合に、費用の一部を補助

しています。 
 

【施策の展開】 

● 高齢者向け住宅整備資金貸付事業 

近年の利用実績が無いことから、事業のあり方について、廃止の方向も含め見直す

こととします。 

● 高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付事業 

引き続き、事業の活用促進に向けて市報・ホームページ等で周知を図っていきます。 

自宅で暮らす高齢者の家屋には、浴室、トイレ、玄関などに段差があり、手すりもな

く不便な住宅が多くあります。高齢者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送

れるよう、居住環境の整備を支援します。 
◆高齢者向け住宅整備資金貸付事業 

区 分 

実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

貸付件数（件） 

計画 1 1 1 見直し － － 

実績 0 0 0    

計画比 0.0％ 0.0％ 0.0％    

◆高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

貸付件数（件） 

計画 8 8 8 8 8 8 

実績 6 1 5    

計画比 75.0％ 12.5％ 62.5％    

3-5 権利擁護の取組 

地域の住民、民生委員、介護支援専門員等による相談支援だけでは十分に問題が解決

できない、あるいは適切なサービスに結びつかない等の困難な状況にある高齢者が、自

分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重され尊厳をもって過ごすことができる
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ように、専門的な視点から高齢者の権利擁護のために必要な相談や支援を行います。 

①  高齢者虐待への対応 

「魚沼市高齢者虐待防止マニュアル」に基づき、虐待事案の早期発見と早期対応に取

組み、高齢者の保護や養護者に対する支援を行います。 

令和元年 8 月から「高齢者虐待対応ケース会議」を毎月定例で開催し、地域包括支援

センターや関係機関と協力して対応しています。 
◆高齢者虐待への対応 

区 分 
実績値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

通報件数（件） 29 19 15 

【施策の展開】 

相談業務はすべての業務の入り口となることから、内容を的確に把握し適切な対応を

図るとともに、関係機関との連携を強化しながら高齢者虐待の早期発見・早期対応に努

めます。また、高齢者の権利擁護に対する理解を広めるために、関係者に対するだけで

なく広く市民向けに啓発活動を継続して行います。 
 

② 成年後見制度利用支援事業 

高齢者の権利を擁護するため、低所得の高齢者が成年後見制度を利用する際の申立て

に要する経費や成年後見人に支払う経費に対して助成を行います。 

【施策の展開】 

魚沼市社会福祉協議会による法人後見の取組が始まり、今後も関係機関と連携し、成

年後見制度の啓発と円滑な支援に努めます。 
◆成年後見制度利用支援事業 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

助成件数（件） 3 4 4 8 10 10 

相談件数（件） 12 15 5 5 5 5 

支援件数（件） 3 1 1 5 5 5 
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③ 身寄りなし問題への対応 

高齢者の権利擁護に関する市内関係者の研修会において、「身寄りなし問題」が地域課

題となったことを契機に、令和元年度に「身寄りなし問題」に関する勉強会がスタート

しました。令和 2 年度には「身寄りなし問題ガイドライン策定委員会」を設置して具体

的な対応や支援の方法について議論し、令和 2 年 11 月に身寄りのない人への支援に関

するガイドラインを策定しました。 

【施策の展開】 

令和 2年 11月に策定した、「魚沼市における身寄りのない人への支援に関するガイド

ライン」の周知普及を図ります。 

 

3-6 災害や感染症対策の取組 

① 災害対策に係る体制整備 

近年、想定を超える災害が相次いで発生している中にあって、災害時の被害を最小限

に抑えるため、関係機関がそれぞれ連携して、平時における準備体制及び災害発生時に

おける活動・応援体制等を整備するための施策を推進します。 
 

【施策の展開】 

災害による被害を最小限に抑えるため、「魚沼市地域防災計画」に掲げる取組を推進し、

地域、高齢者施設、市防災担当課、県その他関係機関が連携し、研修や訓練などを通じ

た防災意識の啓発・向上、防災備品の備蓄、施設における避難確保計画の確認、連絡体

制の確認などそれぞれの役割を担いながら、自助、互助、共助、公助を担う仕組みづく

りを進めることにより、高齢者等が安心して暮らせる防災体制の整備を推進します。 

 

② 感染症対策に係る体制整備 

感染症から高齢者の健康及び生命を守り、生活への影響を最小にするため、関係機関

がそれぞれ連携して、平時における予防体制及び感染症発生時における対応・応援体制

を整備するための施策を推進します。 
 

【施策の展開】 

高齢者の健康や生命を守るため、「魚沼市新型インフルエンザ等対策行動計画」、「魚沼

市新型コロナウイルス感染症対応業務継続計画」等に沿って、在宅や施設における手洗

い・うがい、マスク着用など基本的な感染予防策や感染拡大防止策を進めるとともに、

広報等による情報発信や予防意識の啓発、研修や訓練などを通じた対処技術の向上を図

り、感染拡大の抑制につながる取組を推進します。 

また、感染の発生・拡大を想定して、地域、高齢者施設、市衛生担当課、保健所その他

関係機関との連絡・応援体制の仕組みづくりや、感染防護具、消毒液など衛生用品の備

蓄、調達等の体制を整備し、高齢者への支援体制が継続できるよう取組を推進します。 
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基本目標４ 認知症高齢者施策の推進 

4-1 認知症への理解を深める普及啓発と本人発信支援 

①認知症地域支援・ケア向上事業 

平成 28年度から、「認知症地域支援推進員」を配置して、認知症施策の推進を進めて

います。 

①－１ 認知症の人やその家族への相談支援 

認知症の人やその家族から相談があった場合は、認知症地域支援推進員による相談支

援を行います。また、「認知症相談ダイヤル」を設置し、相談しやすい体制を整えます。 

①－２ 関係事業所の認知症対応力の向上のための相談支援・事例検討会等の実施 

関係事業所から寄せられる認知症に関する相談について助言しています。対応力向上

のために事例検討会等を開催しています。 

①－３ 認知症講演会や認知症に関する講話等の実施 

認知症講演会や認知症に関する講話等を通して、認知症に対する理解の促進や地域で

認知症高齢者を支える取組を実施しています。 

①－４ 認知症カフェの開催や実施事業所の支援 

認知症カフェ（オレンジカフェ）については、イベント等の機会をとらえて事業所と

の連携により開催しています。 
 

【施策の展開】 

認知症高齢者が住み慣れた地域で家族とともに穏やかで安心した生活を営むことがで

きるよう、本人とその家族に対する支援とともに、地域社会全体が認知症を正しく理解

し、支えていく体制づくりを進めます。 

認知症に関する相談先がわからない人が多いため、認知症相談ダイヤルの周知を図り

ます。 

認知症カフェは、認知症の人やその家族、各専門家や地域住民が集う場として提供さ

れ、お互いに交流や情報交換することを目的として、全国的に増えつつあります。認知

症カフェについては、これまで市内において開催される機会が少なかったことから、介

護事業所と連携しながら身近な介護相談の場や、交流の場として、機会の増加に努めて

いくこととします。 

相談や認知症カフェ等で、認知症の人本人の希望や必要としている事を把握し、本人

同士で語り合う場の要望の有無等の本人発信の支援について検討します。 
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② 認知症サポーター等養成事業 

地域の応援者である認知症サポーターを養成するとともに、認知症サポーター養成講

座の企画・立案・実施を行うキャラバン・メイトを養成します。 
 

【施策の展開】 

認知症の人や家族を支えるため、認知症サポーターの養成とキャラバン・メイトの養

成を継続します。認知症サポーターの養成を通して、認知症に対する理解を広げるよう

な働きかけを継続します。 

国では、認知症の人やその家族に対する支援ニーズと認知症サポーターを繋ぐ仕組み

（チームオレンジ）の構築を推進していることから、認知症サポーター養成講座修了者

の中で、チームオレンジの活動を希望される人の把握に努めるとともに関連情報の収集

に取り組みます。 
◆認知症サポーター等養成事業  

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

養
成
数 

認知症サポーター
（人） 

364 126 50 150 150 150 

キャラバン・メイト
（人） 

5 5 0 5 5 5 

 

4-2 認知症予防の取組 

① 脳はつらつ教室（再掲） 

認知症予防の「脳はつらつ教室」を複数年受講したグループには、生活支援体制整備

事業で養成した「元気づくりサポーター」を派遣して運動指導をするように展開してい

きます。 

② 認知症初期集中支援事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けら

れるために、認知症の人やその家族に早期から関与する「認知症初期集中支援チーム」

を平成 28年度から設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制に取り組んでいます。 

③ 認知症ケアパスの活用 

認知症高齢者やその家族が早期の段階から必要なサービスを受けられるよう、認知症

ケアパス（認知症の状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れを示したもの）

を作成しています。 

 

＊「認知症サポーター」、「キャラバン・メイト」とは 

キャラバン・メイトは、認知症サポーターを養成する講師役のボランティアであり、認知症サポーターは、認知症サ

ポーター養成講座を受講した人。認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家族を温かく見守る応援者 
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【施策の展開】 

国は、令和元年 6 月に発出した「認知症施策推進大綱」の中で『予防とは認知症にな

らないという意味ではなく、認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を緩や

かにする』ことと示しています。 

このため、本市では元気なうちから、脳はつらつ教室等の介護予防教室への参加を促

進しながら、可能な限り認知症の発症を遅らせるよう努めます。また、認知症の症状に

該当する場合は、早期受診・早期診断につながるよう認知症初期集中支援事業の活用を

推進します。 

なお、認知症ケアパスの活用が進んでいない状況がありますので、内容の見直しとあ

わせて活用促進に向けた周知を進めます。 
 

4-3 認知症の人と家族への支援体制づくり 

① 認知症高齢者見守り事業 

地域における認知症高齢者の見守り体制を構築するため、認知症に関する啓発活動や、

徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの運用を行っています。 

①－１ 徘徊高齢者声かけ訓練 

希望する町内会（集落）、コミュニティ協議会等を対象に、徘徊する高齢者への声掛け

方法や接し方に関する訓練を実施します。また、訓練を通して地域の中の共助意識を醸

成いただき、地域でできることを地域で考えていただく機会とします。 

①－２ 徘徊高齢者早期発見ステッカー配布事業 

在宅の認知症高齢者で希望する人にステッカーを配布します。また、同意をいただい

た上で警察や消防等の関係機関と情報共有することにより早期発見に努めます。 

①－３ 高齢者等見守りネットワーク会議 

警察や消防、移送サービス事業者、地域の関係者や民生委員などで構成する高齢者見

守りネットワーク会議を開催し、地域における高齢者やその見守りに関する情報の共有

を行います。 

 

【施策の展開】 

警察や消防、移送サービス事業者、地域の関係者や民生委員などとの間で地域におけ

る高齢者やその見守りについての情報を共有し、当事者と関係者同士の顔の見えるネッ

トワークを今後も維持します。 

徘徊高齢者対策として、警察が運用する「はいかいシルバーＳＯＳネットワークシス

テム」の活用や、徘徊高齢者早期発見ステッカーの配布の周知を進めるほか、警察を始

め関係機関と連携しながら徘徊高齢者を早期発見できる体制の整備と地域における高齢

者の見守り体制の構築に努めます。 
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② 認知症サポーター等養成事業（再掲） 

認知症サポーターやキャラバン・メイトが、認知症の人やその家族に対する地域の応

援者となります。 

地域の応援者である認知症サポーターを養成するとともに、認知症サポーター養成講

座の企画・立案・実施を行うキャラバン・メイトを養成します。 
 

基本目標５ 介護保険事業の適正な運営 

5-1 介護人材の確保定着及び業務効率化 

① 人材の育成 

介護職員の資質の向上に向けて、介護技術の向上や知識の習得に関する各種研修会の

参加を呼びかけ支援に努めます。 

また、介護人材が不足する中で、地域の高齢者やボランティアなどに対する研修会を

県と連携して実施し、新たな担い手の確保にも努めます。 

 

② 介護人材の確保 

介護人材不足は、本市においても大きな課題であります。介護人材の確保にあたり、

労働担当部局と連携して雇用・就労支援事業を活用した取組を進めます。 

介護人材の確保・定着のためには、従事者のキャリアパス形成に対する意欲の醸成が

必要になることから資格取得に必要な費用の支援策や事業者のニーズに合った支援策の

検討を進めます。 

県と連携し人材の確保だけでなく、介護ロボットの導入促進や生産性の向上のため

ICT 等の導入による業務効率化を図り、効果的に人材不足の解消に努めます。 

 

③ 介護サービス向上の取組 

地域包括ケアシステム構築のために、ケアマネジメントの質の向上、標準化、プラン

の適正化を図るとともに、高齢者に関わる多職種のネットワーク構築と地域課題の共有

により、課題解決に向けて、新たな資源の開発や事業のボトムアップで推進していきま

す。 

実地指導及び集団指導を実施し、介護サービス事業者が適正な事業運営に努め、適切

な介護サービスの提供を行うよう、法令に則った指導を行います。 

 

5-2 サービス供給基盤の整備 

① 市民への周知 

介護保険事業の円滑な運営には、市民の介護保険制度の目的や内容への理解が必要で

す。 
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そのため、手続きの方法や地域包括支援センターなど相談窓口、サービス内容につい

て、広報やホームページなどを通して市民への周知に取り組むことで、支援が必要な時

に必要なサービスにつながるよう努めていきます。 

また、介護保険法の理念も踏まえ、自立支援・介護予防・重度化防止の必要性への市

民の理解を高め、安心して生活していけるよう様々な事業への参加を働きかけることで、

健康寿命の延伸を図っていきます。 

 

② 保健・医療・福祉の連携 

市民のニーズに沿った保健・医療・福祉等の施策をはじめ、生きがいや就労、生活環

境など、高齢者を支える施策を総合的に推進するために、保健、医療、福祉サービス等

とのネットワークを構築し、総合的なサービスを提供できるケアマネジメント体制の充

実に努め、地域包括ケアシステムの深化・推進を目指します。 

 

③ 医療・介護の拠点整備 

市立の医療機関及び民間病院を中心に、都市計画マスタープラン等の計画に示された

考え方に基づき、地域包括支援センターと連携しながら、在宅の医療・介護の拠点の整

備を図るとともに、各医療機関と介護保険事業所は連携して、各日常生活圏域内の包括

的な医療・介護の提供に努めます。 

 

● 北部圏域 

市立診療所、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護

事業所、高齢者生活支援ハウス及び認知症対応型グループホーム等がありますが、高

齢化率が最も高い圏域となっています。 

この圏域には認知症対応型の住まいや訪問看護ステーションがないなどの課題があ

り、遠隔診療のシステムの構築に向けた検討を進めます。 
 

● 西部圏域 

堀之内医療センター、訪問リハビリテーション事業所、特別養護老人ホーム、デイ

サービスセンター、小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型グループホーム

等がありますが、西部圏域の拠点機能を充足させるよう取組を進めます。 
 

● 南部圏域 

本市の地域医療・在宅看護の中心として市立小出病院において、通院・入院、休日救

急などの医療体制を敷いているほか、訪問看護リハビリステーション及び在宅医療推

進センター等が配置されています。 

また、ほんだ病院を中核施設として、周辺に訪問看護ステーション、特別養護老人

ホーム、介護老人保健施設及びケアハウス等が配置されています。 

さらに、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型グループホーム、デイサービ
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スセンター、看護小規模多機能型居宅介護事業所、サービス付き高齢者住宅及び養護

老人ホーム等があるほか、民間診療所も多く開業しており、一定程度の施設が整備さ

れていますが、今後の需要に対応できるよう基盤整備を検討します。 

 

④ 委託型地域包括支援センター 

日常生活圏域ごとに 1 か所の地域包括支援センターを設置し、高齢者等への支援体制

の強化を図りながら、地域の特性に応じた支援の提供に努めます。 

 

⑤ 介護保険サービス事業所整備 

できる限り住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、居住系サービスや

在宅サービスと医療機関等との連携を深め、自立支援及び重度化防止に向けたサービス

内容の充実を図るとともに、地域医療構想に基づく追加的需要、介護離職及び待機者の

解消に向け、特別養護老人ホーム 50床の整備を進めます。 

今後も、後期高齢者人口の増加が予想されることから、できる限り住み慣れた地域で

の生活を継続するための居宅サービス、地域密着型サービスの基盤整備については、引

き続き検討を進めていきます。 

 

⑥ 苦情の適切な処理と再発防止 

介護サービス利用者に適切なサービスが提供されるよう利用者から寄せられる苦情を

迅速かつ円滑に処理し、介護保険に関する各種の相談について不平・不満等の解決を図

ります。また、苦情や相談ケースを地域ケア会議、ケース検討会等の場において報告し、

問題の再発に努めます。 

 

5-3 介護給付の適正化の推進 

高齢化の進展に伴う介護サービスの利用者数の増加により、介護費用は増大してきて

います。 

こうした中、介護保険制度の信頼性を高め、持続的運営を図るため、利用者に過不足

のない適切な介護サービスを提供する必要があります。 

工事見積書の点検や訪問調査を行い、施工状況を点検することにより、住宅改修給付

の適正化に努めます。 

このほか、専門職によるケアプランチェックの実施や介護サービス事業者を対象とし

た会議等を開催するなど、介護給付の適正化を図ります。 
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◆要介護認定の適正化 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

認定調査点検数 
2,656/ 
2,656 

2,479/ 
2,479 

2,250/ 
2,250 

全件 全件 全件 

◆ケアプラン点検 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

ケアプラン点検支援実施事
業所数（事業所） 

2 4 2 2 2 2 

◆住宅改修・福祉用具点検 

区 分 
実績値 見込値 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

令和元年度 
（2019 年度） 

令和 2 年度 
（2020 年度） 

令和 3 年度 
（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

住宅改修・福祉用具の給
付の点検数（件） 

10 10 10 20 20 20 

 

【縦覧点検・医療情報との突合】 

提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行い、請求内容の誤り

等を早期に発見して適切な処置を行います。 

また、後期高齢者医療等の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数やサー

ビスの整合性の点検を行い、医療と介護の重複請求の解消を図ります。 
 

【介護給付費通知】 

受給者や事業者に対して適切なサービス利用を普及啓発するとともに、介護給付適正

化を進める目的や意義を保険者と受給者等の間で共有します。 
 

【給付実績の活用】 

給付実績を活用して、不適切な給付や事業者を発見し、適正なサービス提供と介護費

用の効率化、事業者の指導育成を図ります。 
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第５章 介護保険サービスの見込みと介護保険料推計 

１ 高齢者人口及び要介護認定者等の将来推計 

（１）高齢者等の人口推計 

高齢者人口は、令和 3 年に 12,996 人、2 年後の令和 5 年は 12,972 人と減少する見

込みとなっていますが、後期高齢者は 6,752 人から 6,821 人へと増加することが見込

まれます。 

◆高齢者等の人口推計 
 （単位：人） 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
令和 22 年度 

（2040 年度） 

総人口 34,793 34,169 33,552 32,330 23,563 

 

40 歳未満 10,721 10,383 10,021 9,352 5,374 

40～64 歳 11,076 10,795 10,559 10,105 6,982 

高齢者人口 12,996 12,991 12,972 12,873 11,207 

 

前期高齢者 6,244 6,297 6,151 5,792 3,750 

 
65～69 歳 3,180 3,029 2,938 2,686 1,870 

70～74 歳 3,064 3,268 3,213 3,106 1,880 

後期高齢者 6,752 6,694 6,821 7,081 7,457 

 

75～79 歳 2,005 1,911 2,111 2,472 1,836 

80～84 歳 1,871 1,914 1,827 1,844 2,031 

85 歳以上 2,876 2,869 2,883 2,765 3,590 

高齢化率 37.4％ 38.0％ 38.7％ 39.8％ 47.6％ 

 
前期高齢者 17.9％ 18.4％ 18.3％ 17.9％ 15.9％ 

後期高齢者 19.4％ 19.6％ 20.3％ 21.9％ 31.6％ 

※高齢化率については、端数処理の関係上、内訳と合計が合わない場合があります。 
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（２）要介護認定者数の推計 

令和 3 年からの推計では、認定者、認定率ともに横ばいで推移しています。 

◆要介護認定者数の推計  
（単位：人） 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
令和 22 年度 

（2040 年度） 

高齢者数 12,996 12,991 12,972 12,873 11,207 

認定者数 2,509 2,500 2,503 2,474 2,787 

 
第 2 号被保険者 41 40 40 39 25 

第 1 号被保険者 2,468 2,460 2,463 2,435 2,762 

要支援 1 139 140 141 139 156 

要支援 2 251 249 249 243 274 

要介護 1 442 439 433 428 482 

要介護 2 549 542 542 532 604 

要介護 3 389 393 397 393 437 

要介護 4 408 406 410 406 465 

要介護 5 331 331 331 333 369 

認定率 19.0% 18.9% 19.0% 18.9% 24.6％ 
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２ 介護サービス基盤の状況 

 

介護サービス事業所整備計画 

施設の種別 

令和 2 年度末予定 
（2020 年度末予定） 

令和 3 年度～令和 5 年度 
（2021 年度～2023 年度） 

（第 8 期計画） 

事業所数 定員（人） 事業所数 定員（人） 

居宅サービス 

 訪問介護 5 -   

訪問看護 5 -   

訪問リハビリテーション 1 -   

通所介護 12 327   

通所リハビリテーション 1 34   

短期入所生活介護 6 99   

短期入所療養介護     

特定施設入居者生活介護 1 30   

福祉用具貸与 4 -   

特定福祉用具販売 4 -   

居宅介護支援 10 -   

地域密着型サービス 

 地域密着型通所介護 1 15   

認知症対応型通所介護 3 18   

小規模多機能型居宅介護 7 168   

認知症対応型共同生活介護 8 114   

 北部圏域 1 9   

西部圏域 3 33   

南部圏域 4 72   

特定施設入居者生活介護 2 35   

 北部圏域     

西部圏域     

南部圏域 2 35   

看護小規模多機能型居宅介護 1 29   

施設サービス 

 介護老人福祉施設 5 290 1 50 

介護老人保健施設 1 93   

介護医療院     

介護療養型医療施設     
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３ 介護保険サービス事業量等の見込み 

（１）介護保険サービス見込み量 

介護保険給付費の見込みは、厚生労働省の「見える化システム」により、平成 30 年

度、令和元年度、令和 2 年度 9 月までの給付データを参照して居宅介護サービス、地域

密着型サービスおよび施設サービスの見込み量並びに介護保険給付費を算出しています。 

① 居宅介護サービス 

居宅介護サービスで最も見込みが多いサービスは通所介護となっています。 

◆居宅介護サービスの見込み 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 

①訪問介護 

人数(人/年) 2,592  2,520  2,520  2,400  

給付費(千円/年) 147,796  144,323  144,483  137,131  

②訪問入浴介護 

人数(人/年) 84  84  84  72  

給付費(千円/年) 2,386  2,387  2,387  1,977  

③訪問看護 

人数(人/年) 2,208  2,172  2,160  2,076  

給付費(千円/年) 77,533  75,701  75,271  72,218  

④訪問リハビリテーション 

人数(人/年) 120  120  120  120  

給付費(千円/年) 1,967  1,986  2,023  2,023  

⑤居宅療養管理指導 

人数(人/年) 2,676  2,700  2,712  2,580  

給付費(千円/年) 9,987  10,052  10,067  9,625  

⑥通所介護 

人数(人/年) 9,684  9,708  9,672  9,384  

給付費(千円/年) 736,033  758,035  759,364  734,698  

⑦通所リハビリテーション 

人数(人/年) 936  924  936  924  

給付費(千円/年) 77,596  77,823  80,197  79,166  

⑧短期入所生活介護 

人数(人/年) 4,380 4,464  4,524  4,320  

給付費(千円/年) 318,865  321,794  323,507  307,068  
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◆居宅介護サービスの見込み 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 

⑨短期入所療養介護（老健） 

人数(人/年） 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  

⑩短期入所療養介護（病院等） 

人数(人/年) 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  

⑪福祉用具貸与 

人数(人/年) 8,964  9,204  9,420  9,084  

給付費(千円/年) 107,449  110,253  112,938  108,227  

⑫特定福祉用具販売 

人数(人/年) 264  264  264  264  

給付費(千円/年) 6,020  6,020  5,975  5,975  

⑬住宅改修 

人数(人/年) 84 84 84 84 

給付費(千円/年) 6,674  6,674  6,674  6,674  

⑭特定施設入居者生活介護 

人数(人/年) 768 756 744 744 

給付費(千円/年) 151,021  148,885  146,896  147,157  

⑮居宅介護支援 

人数(人/年) 13,020  12,828  12,708  12,276  

給付費(千円/年) 209,173  206,470  204,837  197,543  
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② 地域密着型サービス 

地域密着型で最も見込みが多いサービスが認知症対応型共同生活介護となっています。 

◆地域密着型サービスの見込み 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

人数(人/年) 228  216  228  204  

給付費(千円/年) 46,621  44,051  46,647  41,455  

②夜間対応型訪問介護 

人数(人/年) 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  

③認知症対応型通所介護 

人数(人/年) 444  444  456  432  

給付費(千円/年) 52,451  52,688  53,912  50,773  

④小規模多機能型居宅介護 

人数(人/年) 1,488  1,476  1,476  1,404  

給付費(千円/年) 301,657  299,557  299,557  283,328  

⑤認知症対応型共同生活介護 

人数(人/年) 1,464  1,452  1,452  1,452  

給付費(千円/年) 366,044  363,500  363,855  363,855  

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 

人数(人/年) 432  432  432  432  

給付費(千円/年) 82,569  82,614  82,614  82,614  

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

人数(人/年) 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  

⑧看護小規模多機能型居宅介護 

人数(人/年) 264  252  252  240  

給付費(千円/年) 58,278  55,011  55,011  52,623  

⑨地域密着型通所介護 

人数(人/年) 468  468  468  432  

給付費(千円/年) 55,915  56,249  56,552  51,621  
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③ 施設サービス 

施設サービスで最も見込みが多いのは介護老人福祉施設となっています。 

◆施設サービスの見込み 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 

①介護老人福祉施設 

人数(人/年) 4,116  4,116  4,716  5,040  

給付費(千円/年) 1,105,923  1,106,537  1,267,790  1,356,501  

②介護老人保健施設 

人数(人/年) 1,356  1,356  1,356  1,356  

給付費(千円/年) 351,142  351,337  351,337  350,934  

③介護医療院 

人数(人/年) 36  36  36  60  

給付費(千円/年) 15,016  15,024  15,024  22,426  

④介護療養型医療施設 

人数(人/年) 48  48  48   

給付費(千円/年) 17,931  17,941  17,941   
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④ 介護予防サービス 

介護予防サービスで最も見込みが多いサービスが介護予防訪問看護となっています。 

◆介護予防サービスの見込み 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 

①介護予防訪問入浴介護 

人数(人/年) 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  

②介護予防訪問看護 

人数(人/年) 480  492  492  492  

給付費(千円/年) 11,662  11,970  11,970  11,970  

③介護予防訪問リハビリテーション 

人数(人/年) 12  12  12  12  

給付費(千円/年) 220  220  220  220  

④介護予防居宅療養管理指導 

人数(人/年) 96  96  108  96  

給付費(千円/年) 588  588  676  588  

⑤介護予防通所リハビリテーション 

人数(人/年) 264  264  264  252  

給付費(千円/年) 9,012  9,017  9,017  8,504  

⑥介護予防短期入所生活介護 

人数(人/年) 60  60  60  60  

給付費(千円/年) 1,493  1,494  1,494  1,494  

⑦介護予防短期入所療養介護（老健） 

人数(人/年) 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  

⑧介護予防短期入所療養介護（病院等） 

人数(人/年) 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  

⑨介護予防福祉用具貸与 

人数(人/年) 1,668  1,656  1,644  1,608  

給付費(千円/年) 6,904  6,844  6,792  6,646  

⑩特定介護予防福祉用具購入費 

人数(人/年) 36  36  36  36  

給付費(千円/年) 673  673  673  673  

⑪介護予防住宅改修 

人数(人/年) 24  24  24  24  

給付費(千円/年) 2,387  2,387  2,387  2,387  
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◆介護予防サービスの見込み 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 

⑫介護予防特定施設入居者生活介護 

人数(人/年) 132  132  132  120  

給付費(千円/年) 11,149  11,155  11,155  9,980  

⑬介護予防支援 

人数(人/年) 2,088  2,064  2,052  2,016  

給付費(千円/年) 9,436  9,334  9,280  9,118  

 

⑤ 地域密着型介護予防サービス 

地域密着型介護予防サービスは、介護予防小規模多機能型居宅介護のみを見込んでい

ます。 

◆地域密着型介護予防サービスの見込み 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
令和 7 年度 

（2025 年度） 

①介護予防認知症対応型通所介護 

人数(人/年) 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  

②介護予防小規模多機能型居宅介護 

人数(人/年) 228  228  228  228  

給付費(千円/年) 13,917  13,925  13,925  13,925  

③介護予防認知症対応型共同生活介護 

人数(人/年) 0  0  0  0  

給付費(千円/年) 0  0  0  0  
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（２）標準給付費の見込み 

必要サービス量に基づいて算出された総給付費に、特定入所者介護サービス費等給付

額、高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審

査支払手数料を加え見込んだものです。 
（単位：円） 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 
合計 

総給付費 4,373,488,000  4,382,519,000  4,552,448,000  13,308,455,000  

特定入所者介護 

サービス費等給付額  
133,336,282  123,232,999  123,382,444  379,951,725 

高額介護サービス費等 

給付額 
74,243,612  73,506,739  73,594,947  221,345,298 

高額医療合算 

介護サービス費等給付額 
1,510,882  1,505,462  1,507,269  4,523,613 

算定対象審査支払手数料 2,536,720  2,527,640  2,530,640  7,595,000 

標準給付費見込額 4,585,115,496  4,583,291,840  4,753,463,300  13,921,870,636  

（３）地域支援事業費の見込み 

① 地域支援事業の内容 

1. 介護予防・日常生活支援総合事業 

● 訪問型サービス（第 1 号訪問事業） 

事業対象者、要支援認定 1・2 の方 

1）専門職のホームヘルパー等が訪問介護（身体介護・生活援助）を行います。 

2）住民主体の訪問サービス（日常生活の支援等）を行います。 

3）保健・医療の専門職による生活行為改善のために短期集中予防訪問サービスを行い

ます。 

● 通所型サービス（第 1 号通所事業） 

事業対象者、要支援認定 1・2 の方 

1）通所介護等の施設より（機能訓練・入浴・食事・送迎等）サービス提供を行います。 

2）保健・医療の専門職による生活行為改善のために短期集中予防通所サービスを提供

します。 

● 介護予防ケアマネジメント事業（第 1 号介護予防支援事業） 

事業対象者、要支援認定 1・2 の方 

日常生活支援総合事業等が適切に提供できるようなケアマネジメントを行います。 

● 介護予防把握事業 

閉じこもり等の何らかの支援を要する方を把握し、介護予防活動につなげていきます。 
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● 介護予防普及啓発事業 

1）介護予防普及啓発事業 

介護予防の基本的な知識を普及啓発するため、パンフレットの作成配布、転倒予

防等の教室を行います。 

2）普及啓発型運動器向上事業・インストラクター派遣 

生きがい活動支援通所事業の場に健康運動指導士等（インストラクター）を派遣

し、運動機能向上普及啓発を図ります。 

3）普及啓発型筋力向上トレーニング事業（若トレ） 

健康運動指導士等の専門家による、運動の実施及び介護予防に関する知識の普及

啓発を通じて、地域における自発的な介護予防活動の育成・支援を行います。 

● 地域介護予防活動支援事業 

運動教室のファシリテーター等の人材育成や地域活動組織の育成・支援を行います。 

● 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域ケア会議等でリハビリテーション専門職より、指導、助言等を受け介護予防事業

の機能強化を行います。  

2. 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業  

● 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

1）総合相談支援事業 

高齢者や家族に対する総合的な相談・支援を行います。 

2）権利擁護事業 

地域において尊厳のある生活が維持できるよう、高齢者等に対する権利擁護を推

進します。 

3）包括的・継続的ケアマネジメント事業 

医療機関をはじめ関係機関との連携・協力体制の充実など包括的・継続的なケア

体制の構築、ケアプラン作成指導を行います。 

● 任意事業 

1）家族介護支援事業 

ア 家族介護支援事業 

イ 認知症高齢者見守り事業 

地域での見守り体制や地域の課題についての対策などを協議し、顔の見える

ネットワークづくりを行います。 

ウ 家族介護継続支援事業 

65 歳以上の要支援以上で要件に該当した方におむつ給付券を交付します。 

2）その他の事業 

ア 成年後見制度利用支援事業 

低所得の高齢者が、成年後見制度を利用する際の申立支援と後見人等の報酬を

助成します。 
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イ 地域自立生活支援事業（配食サービス） 

65 歳以上の一人暮らし世帯、高齢者のみの世帯、又はこれに準ずる世帯に対す

る配食サービス時に安否確認を行います。自宅で安心して暮らせるように努めま

す。 

3. 包括的支援事業（社会保障の充実）  

● 在宅医療・介護連携の推進 

在宅医療・介護連携の推進のための事業を行います。 

● 生活支援体制整備事業 

生活支援コーディネーターを配置し、協議体と連携しながら、多様な介護予防・日常

生活上の支援体制の充実・強化を図ります。 

● 認知症初期集中支援推進事業 

認知症初期集中支援推進事業の実施及び、認知症地域支援推進員を設置し、認知症ケ

ア向上推進事業等を行います。 

● 地域ケア会議推進事業 

医療・介護等の多職種、民生委員、社会福祉協議会等の多様な関係者が集まり、高齢

者が住み慣れた地域で生活できるよう地域課題の抽出・検討等を行います。 
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② 地域支援事業費の見込み 

介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業・任意事業にかかる事業費を見込

みました。 

◆介護予防・日常生活支援総合事業の見込み （単位：千円） 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
合計 

訪問型サービス 
（第 1 号訪問事業） 

14,700 14,700 14,700 44,100 

通所型サービス 
（第 1 号通所事業） 

65,500 65,500 65,500 196,500 

介護予防ケアマネジメント 9,150 9,150 9,150 27,450 

介護予防把握事業 4,000 4,000 4,000 12,000 

介護予防普及啓発事業 19,900 19,900 19,900 59,700 

地域介護予防活動支援事業 300 300 300 900 

地域リハビリテーション活動支援事業 60 60 60 180 

上記以外の 
介護予防・日常生活支援総合事業 

150 150 150 450 

小 計 113,760 113,760 113,760 341,280 

 

◆包括的支援事業及び任意事業の見込み （単位：千円） 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 
（2022 年度） 

令和 5 年度 
（2023 年度） 

合計 

包括的支援事業 158,990 158,990 158,990 476,970 

 

地域包括支援センターの運営 126,890 126,890 126,890 380,670 

社会保障の充実 32,100 32,100 32,100 32,100 

 

在宅医療・介護連携推進事業 9,300 9,300 9,300 27,900 

生活支援体制整備事業 6,000 6,000 6,000 18,000 

認知症初期集中支援推進事業 16,500 16,500 16,500 49,500 

地域ケア会議推進事業 300 300 300 900 

任意事業 28,500 28,500 28,500 85,500 

小 計 187,490 187,490 187,490 562,470 



第５章 介護保険サービスの見込みと介護保険料推計 

84 

 

◆地域支援事業費の見込み（合計） （単位：円） 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
合計 

地域支援事業費 301,250,000  301,250,000  301,250,000  903,750,000 

 

（４）介護保険事業費の見込み 

令和 3 年度から令和 5 年度の 3 か年の介護保険事業費の合計金額は、約 150 億となっ

ています。 

    （単位：円） 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 
合計 

標準給付費（A） 4,585,115,496  4,583,291,840  4,753,463,300  13,921,870,636  

地域支援事業（B） 301,250,000  301,250,000  301,250,000  903,750,000 

介護保険事業費

（A+B） 
4,886,365,496 4,884,541,840 5,054,713,300 14,825,620,636 
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４ 介護保険料の推計 

（１）介護保険料の方針について 

第 8 期介護保険料（令和 3 年度～令和 5 年度）については、第 8 期計画期間 3 か年の

介護保険サービス見込み量を設定し、介護保険事業費を算定した上で、保険料算定の諸

要件及び国の指針をもとに算定しています。 

 

① 保険料算定の諸要件 

○第 1 号被保険者の介護保険料負担率 23％ 

【保険給付費の財源内訳】 

  

○財政調整交付金見込額 

第 1 号被保険者のうち 75 歳以上の高齢者の割合及び所得段階別被保険者割合の全

国平均との格差により生ずる保険料基準額の格差調整のため交付されます。 

 

 

  

公費

50.0%

第１号

保険料

23.0%

第２号

保険料

27.0%

第７期財源内訳

公費

50.0%

第１号

保険料

23.0%

第２号

保険料

27.0%

第７期財源内訳第８期財源内訳 
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（２）第 1号被保険者の保険料推計 

① 介護保険料の基準額の推計 
（単位：円） 

区 分 
令和 3 年度 

（2021 年度） 
令和 4 年度 

（2022 年度） 
令和 5 年度 

（2023 年度） 
第８期合計 

標準給付費見込額 4,585,115,496  4,583,291,840  4,753,463,300  13,921,870,636  

地域支援事業費 301,250,000  301,250,000  301,250,000  903,750,000 

計（Ａ） 4,886,365,496 4,884,541,840 5,054,713,300 14,825,620,636 

第 1 号被保険者 

負担分相当額（Ｂ） 

（Ｂ）＝（Ａ）×23％ 

1,123,864,064  1,123,444,623  1,162,584,059  3,409,892,746  

調整交付金相当額

（Ｃ） 
234,943,775  234,852,592  243,361,165  713,157,532  

調整交付金見込額

（Ｄ） 
346,777,000  319,869,000  317,830,000  984,476,000  

調整交付金 

（Ｅ）＝（Ｄ－Ｃ） 
111,833,225 85,016,408 74,468,835 271,318,468 

準備基金の残高 

（令和 2 年度末） 
 282,217,000 

準備基金取崩額（Ｆ）  172,500,000 

保険料収納必要額 

（Ｇ）＝（Ｂ－Ｅ－Ｆ） 
 2,966,074,278  

予定保険料収納率

（Ｈ） 
 99.0％ 

弾力化した所得段階別 

加入割合補正後 

被保険者数（Ｊ） 

13,055 人 13,049 人 13,030 人 39,134 人(a) 

保険料基準月額 

（Ｇ÷Ｈ÷a÷12) 
6,380 円 

 

保険料基準額 

 

 

 

 

 

 

  

第 7期 年額 ７６，５６０円 

（月額６，３８０円） 

第 8 期 年額 ７６，５６０円 

（月額６，３８０円） 
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② 保険料段階の設定 

所得水準に応じて弾力化を行い、きめ細かな保険料設定を 12 段階としています。 

基準金額については、第 5 段階は本人が市民税非課税（世帯員に課税者がいる）で、

合計所得金額が 80 万円を超える者で負担能力に応じた保険料率を設定します。 

◆段階別保険料 

区 分 対  象 
乗率 

（軽減後乗率） 
保険料（円） 

（軽減後保険料） 

第 1 段階 

・老齢福祉年金受給者(市民税非課税世帯)又は
生活保護受給者 

・市民税非課税世帯で、課税年金収入額及び合計
所得金額が 80 万円以下の者 

0.50 
（0.30） 

38,280 
（22,968） 

第 2 段階 
・市民税非課税世帯で、課税年金収入額及び合計
所得金額が 80 万円を超え、120 万円以下の者 

0.75 
（0.50） 

57,420 
（38,280） 

第 3 段階 
・市民税非課税世帯で、課税年金収入額及び合計
所得金額が 120 万円を超える者 

0.75 
（0.70） 

57,420 
（53,592） 

第 4 段階 
・本人が市民税非課税(世帯員に課税者がいる)で、
合計所得金額が 80 万円以下の者 

0.90 68,904 

第 5 段階 
(基準額年額) 

・本人が市民税非課税(世帯員に課税者がいる)で、
合計所得金額が 80 万円を超える者 

1.00 76,560 

第 6 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額 120 万円
未満の者 

1.20 91,872 

第 7 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額 120 万円
以上 210 万円未満の者 

1.30 99,528 

第 8 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額 210 万円
以上 320 万円未満の者 

1.50 114,840 

第 9 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額 320 万円
以上 420 万円未満の者 

1.60 122,496 

第 10 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額 420 万円
以上 600 万円未満の者 

1.75 133,980 

第 11 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額 600 万円
以上 800 万円未満の者 

2.00 153,120 

第 12 段階 
・本人が市民税課税で、合計所得金額 800 万円
以上の者 

2.10 160,776 
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資料編 

１ 魚沼市高齢者福祉計画策定委員会委員名簿 

◇会長  櫻井 勲 （令和元年 12 月 1 日まで）  

◇会長  高橋 富榮（令和元年 12 月 2 日から）       ◇副会長  穴沢 邦男   

区  分 氏   名 所  属  等 
備    考 

（所属等役職） 

1号委員 
公益事業者 

穴 沢  邦 男 魚沼市社会福祉協議会 会長 

櫻 井  勲 
魚沼市民生委員 
児童委員協議会 

会長 
（令和元年 12 月 1 日まで） 

高 橋  富 榮 
魚沼市民生委員 
児童委員協議会 

会長 
（令和元年 12 月 2 日から） 

星  仁 右 エ 門 魚沼福祉会 理事長 

２号委員 
介護サービス提供 
事業者 

斉 藤  久 良 医療法人魚野会 
在宅介護支援センター小出
管理者 

閏 間  信 好 魚沼福祉会 寿和ホーム園長 

大 平  妙 子 魚沼市社会福祉協議会 介護福祉課長 

３号委員 
介護保険料を負担 
する事業者 

大 塚  秀 治 守門商工会 会長 

４号委員 
介護保険被保険者 

清 塚  哲 雄 公募  

瀧 澤  博 忠 公募  

星    孝 司 公募  

佐 藤  き よ し 公募  

５号委員 
医療関係者 

本 田  建 一 小千谷市魚沼市医師会 医療法人魚野会 会長 

６号委員 
高齢者 

大 平  サ ク 魚沼市シルバー人材センター 理事 

佐 藤  喜 郎 魚沼市老人クラブ連合会 会長 

任期：令和元年 11 月 1 日から計画策定の日まで 
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２ 魚沼市高齢者福祉計画策定経過 

時  期 ・ 期  日 内  容 備  考 

令和元年 11 月 28 日 

第 1 回高齢者福祉計画策定委員会開催 

・会長、副会長の選出 

・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に係る国の

指針の説明 

・計画策定に係る調査の説明 

・スケジュールの確認 

 

令和元年 12 月～ 

令和 2 年 3 月 

在宅介護実態調査 

介護予防・日常生活圏域調査 
 

令和 2 年 7 月 1 日 

第 2 回高齢者福祉計画策定委員会開催 

・調査結果の説明 

・計画の目指すところに関する検討 

 

令和 2 年 9 月 18 日 

第 3 回高齢者福祉計画策定委員会開催 

・地域分析の状況 

・事業所整備意向 

・計画の方向性について 

 

令和 2 年 11 月 11 日 

第 4 回高齢者福祉計画策定委員会開催 

・計画（素案）の審議 

・計画の推計値について 

 

令和 2 年 12 月 18 日 
第 5 回高齢者福祉計画策定委員会開催 

・計画（素案）の審議 
 

令和 3 年 1 月～2 月 パブリックコメント実施  

令和 3 年 2 月 16 日 
第 6 回高齢者福祉計画策定委員会開催 

・計画（案）の審議 
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３ 魚沼市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱 

○魚沼市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱 

平成 20年 7月 28日 

告示第 83号 

改正 平成 21年 4月 1日告示第 43号 

平成 24年 3月 30日告示第 41号 

平成 24年 4月 26日告示第 57号 

平成 31年 3月 26日告示第 54号 

(設置) 

第 1条 老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)第 20条の 8に基づく高齢者福祉計画及び

介護保険法(平成 9年法律第 123号)第 117条に基づく介護保険事業計画(以下

「計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項を審議するため、魚沼市高

齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(平 24告示 57・一部改正) 

(所掌事務) 

第 2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。 

(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。 

(組織) 

第 3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公益事業者 

(2) 介護サービス提供事業者 

(3) 介護保険料を負担する事業者 

(4) 介護保険被保険者 

(5) 医療関係者 

(6) 高齢者 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

(平 24告示 57・一部改正) 

(任期) 

第 4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第 5条 委員会に会長及び副会長各 1名を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

(会議) 

第 6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長とな

る。 
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2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(守秘義務) 

第 7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(庶務) 

第 8条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。 

(平 21告示 43・平 24告示 41・平 31告示 54・一部改正) 

(その他) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成 20年 8月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 4月 1日告示第 43号) 

この要綱は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 3月 30日告示第 41号) 

この要綱は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 4月 26日告示第 57号) 

この要綱は、平成 24年 4月 26日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 26日告示第 54号) 

この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。 
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